
一

は
じ
め
に

(

問
題
の
所
在)

二

｢

事
業
者｣

の
定
義
と
一
般
的
な
考
え
方

三

公
的
部
門
に
対
す
る
独
占
禁
止
法
等
の
適
用
事
例

(

一)

公
取
委
に
よ
る
適
用
事
例

(

二)

損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
お
け
る
適
用
事
例

四

国
の
事
業
者
性
に
関
す
る
学
説
の
概
要

(

一)

昭
和
二
〇
年
代
の
学
説

(

二)

屠
畜
場
事
件
最
高
裁
判
決
前
に
お
け
る
学
説

(

三)

現
在
の
学
説

五

検
討

(

一)

市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
国
の
活
動
の
規
律

(

二)

行
政
法
と
し
て
の
独
占
禁
止
法
の
限
界
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公
的
部
門
が
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
が
私
的
部
門
が
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
と
競
争
関
係
に
あ
る
場
合
に
、
当
該
公
的
部
門
が
独
立
採
算

制
を
採
っ
て
い
る
な
ど
国
庫
の
負
担
に
限
度
が
あ
る
と
き
に
は
、
公
的
部
門
も
私
的
部
門
に
お
け
る
事
業
者
と
同
様
に
、
他
の
競
争
者

と
の
関
係
を
踏
ま
え
て
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
や
国
民
に
求
め
る
負
担
水
準
を
決
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に

は
、
公
的
部
門
は
私
的
部
門
の
事
業
者
と
ほ
ぼ
同
様
の
活
動
を
行
っ
て
い
る
の
で
、
私
的
部
門
の
事
業
者
が
独
占
禁
止
法

(

私
的
独
占

の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律)

の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
に
公
取
委

(

公
正
取
引
委
員
会)

か
ら
行
政
処
分
を
受
け

る
こ
と
と
な
る
の
と
同
様
に
、
当
該
公
的
部
門
に
対
し
独
占
禁
止
法
が
適
用
さ
れ
る
か
が
問
題
と
な
る
。
私
的
独
占
、
不
当
な
取
引
制

限
、
不
公
正
な
取
引
方
法
な
ど
独
占
禁
止
法
の
主
要
な
違
反
行
為
類
型
は
、
同
法
第
二
条
第
一
項
で
定
義
さ
れ
る

｢

事
業
者｣

を
規
制

対
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
公
的
部
門
が
こ
の

｢

事
業
者｣

に
該
当
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
公
的
部
門
に
対
し
同
法
の
規
定
が
適
用

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

公
的
部
門
が
独
占
禁
止
法
上
の｢

事
業
者｣

に
該
当
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る｢

事
業｣

活
動
を
行
っ

て
い
る
限
り
、
国
を
含
む
公
的
部
門
は

｢

事
業
者｣

に
該
当
す
る
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
り
、
判
例
の
立
場
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。
経
済
が
発
展
し
て
種
々
の
サ
ー
ビ
ス
が
私
的
部
門
で
十
分
に
供
給
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
現
在
に
お
い
て
は
、
従
来
は
公

的
部
門
で
供
給
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
て
も
私
的
部
門
で
も
対
応
で
き
る
場
合
に
は
積
極
的
に
民
営
化
が
図
ら
れ
て
い
る
の
で
、
公

的
部
門
に
お
い
て
も
競
争
原
理
を
導
入
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
公
的
部
門
に
対
し
独
占
禁
止
法
を
直

接
的
に
適
用
す
る
こ
と
が
是
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
も
の
で
は
な
い
。
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
下
で
活
動
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
私

的
部
門
と
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
下
で
は
十
分
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
で
き
な
い
た
め
公
的
立
場
か
ら
供
給
を
行
う
公
的
部
門
と
で
は
、

そ
の
活
動
を
規
律
す
る
原
理
が
異
な
っ
て
然
る
べ
き
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
特
に
国
も

｢

事
業
者｣

に
該
当
す
る
と
解
し
て

独
占
禁
止
法
を
適
用
す
る
こ
と
に
は
、
我
が
国
の
法
制
上
の
問
題
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

公
的
部
門
と
し
て
は
、
国
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
ほ
か
、
公
社
、
公
団
、
公
庫
な
ど
も
含
ま
れ
る
と
さ
れ
る
場
合
が
多
い
が
、
国

国の事業者性についての再検討
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(

三)

規
制
対
象
に
国
も
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
る
場
合
の
立
法
例

(

四)

行
政
機
関
の
間
に
お
け
る
政
策
調
整

(

五)

公
取
委
に
よ
る
他
省
庁
の
行
政
へ
の
積
極
的
関
与
と
公
取
委
の
合
憲
性

六

お
わ
り
に

一

は
じ
め
に

(

問
題
の
所
在)

市
場
経
済
の
下
に
お
い
て
は
、
国
民
生
活
に
必
要
と
さ
れ
る
商
品
や
サ
ー
ビ
ス

(

以
下
で
は
、
私
的
部
門
に
よ
り
販
売
さ
れ
る
物
資

や
公
的
部
門
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
物
資
を
含
め
、｢

サ
ー
ビ
ス｣

と
い
う
。)

の
多
く
は
私
的
部
門
で
あ
る
民
間
の
事
業
者
に
よ
り
供
給

さ
れ
て
お
り
、
市
場
の
機
能(

市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム)

を
通
じ
て
価
格
形
成
が
な
さ
れ
、
需
給
量
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
は
十
分
に
供
給
で
き
な
い
公
共
財
や
国
民
生
活
の
基
盤
と
な
る
も
の
を
中
心
に
、
国
や
地
方
公
共
団
体
な

ど
の
公
的
部
門
に
よ
り
供
給
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
も
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
公
的
部
門
に
よ
り
供
給
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
そ
の

利
用
者
で
あ
る
国
民
が
利
用
料
金
等
の
費
用
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
、
国
民
に
と
っ
て
当
該
サ
ー

ビ
ス
は
事
業
者
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
る
も
の
と
変
わ
ら
な
い
と
認
識
さ
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
特
に
私
的
部
門
と
公
的
部
門
が
同
様
の

サ
ー
ビ
ス
を
供
給
し
て
い
る
場
合
に
は
、
国
民
が
そ
の
い
ず
れ
か
ら
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
か
は
自
由
で
あ
る
の
で
、
公
的
部
門
も
私
的

部
門
と
の
競
争
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
公
的
部
門
が
私
的
部
門
と
の
競
争
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
公
的
部
門
が
提
供
す

る
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
や
国
民
に
求
め
る
費
用
負
担
の
水
準
が
国
民
に
と
っ
て
好
ま
し
い
状
態
と
な
り
得
る
こ
と
は
、
ヤ
マ
ト
運
輸
株
式

会
社
の
宅
急
便
な
ど
の
宅
配
便
と
旧
郵
政
省
・
日
本
郵
政
公
社
の
郵
便
小
包
と
の
小
口
荷
物
の
輸
送
サ
ー
ビ
ス
市
場
の
状
況
を
見
れ
ば

明
ら
か
で
あ
る
。
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会
に
提
出
し
た
資
料

(

２)

に
よ
れ
ば
、

①

あ
る
目
的
で
同
種
の
行
為
を
反
復
継
続
し
て
行
っ
て
い
る
か
ど
う
か

(

事
業
と
し
て
の
要
件)

②

事
業
者
と
し
て
独
立
し
て
い
る
か
ど
う
か

(

被
傭
者
と
の
区
別
。
た
だ
し
、
個
人
で
あ
る
か
法
人
で
あ
る
か
は
問
わ
な
い
。)

③

事
業
者
内
容
が
、
サ
ー
ビ
ス
を
供
給
し
、
そ
の
対
価
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か

(

経
済
事
業
で
あ
る
こ
と
、
た
だ
し
、
営

利
を
目
的
と
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
問
わ
な
い
。)

④

独
占
禁
止
法
の
規
制
に
な
じ
む
か
ど
う
か

(

独
占
禁
止
法
の
目
的
と
の
関
連)

と
の
観
点
か
ら
判
断
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
一
般
に
国
が
事
業
者
に
該
当
す
る
か
否
か
を
検
討
す
る
際
に
も
、
こ
れ
ら
が
参
考

に
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
こ
れ
ら
の
要
件
に
つ
き
国
と
の
関
係
を
踏
ま
え
説
明
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

ま
ず
、
国
の
事
業
者
性
が
問
題
と
な
る
の
は
、
国
民
に
対
し
サ
ー
ビ
ス
を
継
続
し
て
提
供
し
て
い
る
と
の
局
面
に
限
っ
た
も
の
で
あ

る
の
で
、
こ
の
①
の
要
件
が
満
た
さ
れ
た
場
合
で
あ
る

(

３)

。
ま
た
、
国
は
当
然
に
法
人
格
を
有
す
る
存
在
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
国
が
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る
際
に
国
民
か
ら
利
用
料
等
を
徴
収
す
る
場
合
に
は
、
営
利
目
的
は
な
い
と
し
て
も
、
対
価
を
受
け
取
っ
て
い
る
と
見

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
②
及
び
③
の
要
件
も
問
題
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

国
の
事
業
者
性
と
の
関
連
で
若
干
異
な
っ
た
理
解
が
な
さ
れ
て
い
る
の
が
、
こ
の
④
の
要
件
に
関
し
て
で
あ
る
。

こ
の
④
の
要
件
に
関
し
、｢

従
前
の
学
説
は
、『

事
業』

そ
れ
自
体
の
性
質
を
演
繹
的
に
把
握
し
、
そ
こ
か
ら
事
業
者
の
範
囲
を
確
定

し
よ
う
と
し
て
い
た
の
に
対
し
…
…
、
独
占
禁
止
法
の
適
用
が
必
要
な
活
動
を『

事
業』

と
す
る
、
い
わ
ば
帰
納
法
的
な
解
釈
手
法
…
…

の
登
場

(

４)｣

と
理
解
す
る
よ
う
な
見
解
も
あ
り
、
白
石
教
授
は
、
こ
の
よ
う
な
帰
納
法
的
な
解
釈
が
事
業
者
性
の
判
断
を
行
う
際
の
主
流

と
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る

(

５)

。

し
か
し
、
こ
の
④
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
独
占
禁
止
法
上
問
題
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
行
う
可
能
性
が
あ
る
者
を

｢

事
業
者｣

に
該

当
す
る
と
す
る
帰
納
法
的
な
解
釈
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く

(

６)

、
①
か
ら
③
の
要
件
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
も
、
市
場
メ
カ
ニ

国の事業者性についての再検討
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や
普
通
地
方
公
共
団
体
で
は
私
的
部
門
と
の
競
争
は
一
般
的
に
想
定
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
の
に
対
し
、
公
社
、
公
団
、
公
庫
な
ど
で

は
私
的
部
門
と
競
争
す
る
こ
と
も
組
織
設
立
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
公
的
部
門
に
対
す
る
独
占
禁
止
法

の
適
用
を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
も
、
一
般
的
に
論
ず
る
こ
と
は
適
当
で
な
く
、
個
々
の
公
的
部
門
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
べ
き
と
考

え
ら
れ
る
。

郵
便
事
業
な
ど
国
が
直
接
行
っ
て
き
た
経
済
活
動
の
多
く
が
独
立
行
政
法
人
化
や
民
営
化
さ
れ
て
き
た
現
在
に
お
い
て
は
、
国
が
独

占
禁
止
法
上
の
事
業
者
に
該
当
す
る
か
否
か
が
実
際
に
問
題
と
な
る
こ
と
は
少
な
い
。
し
か
し
、
独
占
禁
止
法
の
規
制
対
象
に
国
が
含

ま
れ
る
か
否
か
は
、
現
在
で
も
同
法
の
解
釈
に
お
け
る
主
要
な
論
点
で
あ
り
、
ま
た
、
国
の
事
業
者
性
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
独
立
行

政
法
人
を
含
め
た
行
政
部
門
が
行
う
経
済
活
動
の
適
正
化
を
ど
の
よ
う
に
し
て
確
保
す
べ
き
か
と
の
問
題
に
も
係
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

公
的
部
門
一
般
に
対
す
る
同
法
の
適
用
上
の
問
題
点
の
検
討
に
も
資
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

国
の
事
業
者
性
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
の
が
通
説
・
判
例
の
立
場
で
あ
る
が
、
本
稿
は
、
こ
れ
を
消
極
に
解
す
る
立
場
か

ら
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
独
占
禁
止
法
の
補
完
法
で
あ
る
景
品
表
示
法

(

不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法)

も
事
業
者
を
規
制
対
象
と
す
る
も
の

で
あ
る
の
で
、
国
に
対
し
同
法
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
か
否
か
も
同
様
に
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

(

１)

。

二

｢

事
業
者｣

の
定
義
と
一
般
的
な
考
え
方

独
占
禁
止
法
の
規
制
対
象
と
な
る

｢

事
業
者｣

に
つ
い
て
は
、
同
法
第
二
第
一
項
に
お
い
て

｢

商
業
、
工
業
、
金
融
業
そ
の
他
の
事

業
を
行
う
者
を
い
う｣

と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

ど
の
よ
う
な
活
動
を
行
っ
て
い
る
者
が
こ
の

｢

事
業
者｣

に
当
た
る
か
に
つ
い
て
、
公
取
委
が
昭
和
五
〇
年
四
月
に
独
占
禁
止
懇
話
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業
者
に
該
当
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

②

商
工
組
合
中
央
金
庫
及
び
庶
民
金
庫

(

国
民
金
融
公
庫
の
前
身)

が
銀
行
と
の
間
で
預
金
金
利
の
協
定
を
行
っ
た
事
件

(
昭
和
二

二
年
一
二
月
二
二
日
・
第
一
回
審
判
開
始
前
同
意
審
決

(

９))

。
な
お
、
こ
の
事
件
は
独
占
禁
止
法
違
反
と
し
て
審
決
が
行
わ
れ
た
最
初

の
事
件
で
あ
る
が
、
こ
の
金
利
協
定
が
同
法
上
問
題
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
臨
時
金
利
調
整
法
が
制
定
さ
れ
昭
和
二
二
年
一
二
月
一

五
日
に
施
行
さ
れ
て
い
る
。

③

農
林
中
央
金
庫
が
、
私
的
独
占
に
問
わ
れ
た
乳
業
メ
ー
カ
ー
に
協
力
し
て
不
公
正
な
取
引
方
法
を
用
い
た
事
件

(

昭
和
三
一
年
七

月
二
八
日
・
正
式
審
決

(

�))

。
な
お
、
農
林
中
央
金
庫
が
、
農
林
省
農
林
経
済
局
長
か
ら
新
た
に
発
出
さ
れ
た
通
達
に
よ
り
独
占
禁
止

法
に
違
反
す
る
よ
う
な
融
資
は
行
え
な
く
な
っ
た
の
で
同
法
違
反
は
消
滅
し
た
旨
を
審
判
で
主
張
し
た
の
に
対
し
、
公
取
委
で
は
、

当
該
通
達
の
趣
旨
に
従
っ
て
業
務
が
履
行
さ
れ
る
完
全
な
保
証
は
な
い
等
と
し
て
、
同
金
庫
に
対
し
て
も
排
除
措
置
を
命
じ
て
い
る
。

ま
た
、
景
品
表
示
法
違
反
事
件
で
は
、
日
本
郵
政
公
社
が
不
当
表
示
を
行
っ
た
と
し
て
排
除
命
令
が
行
わ
れ
て
い
る

(

平
成
一
九
年

一
月
二
五
日

(

�))

。

(

二)

損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
お
け
る
適
用
事
例

公
的
部
門
の
行
為
に
よ
り
損
害
を
受
け
た
と
し
て
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
が
提
起
さ
れ
最
高
裁
ま
で
争
わ
れ
た
も
の
と
し
て
、
東
京
都

屠
畜
場
不
当
廉
売
損
害
賠
償
請
求
事
件

(

平
成
元
年
一
二
月
一
四
日
・
第
一
小
法
廷
判
決

(

�))

及
び
お
年
玉
付
き
年
賀
葉
書
不
当
廉
売
等

損
害
賠
償
請
求
事
件

(

平
成
一
〇
年
一
二
月
一
八
日
・
第
三
小
法
廷
判
決

(

�))

が
あ
り
、
前
者
に
お
い
て
は
、
独
占
禁
止
法
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る

｢

事
業
者｣

の
意
味
に
つ
い
て
最
高
裁
の
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
東
京
都
屠
畜
場
に
係
る
事
件
は
、
東
京
都
が
経
営
す
る
屠
畜
場
の
利
用
料
金

(

屠
畜
場
使
用
料
及
び
屠
殺
解
体
料)

が
都
の

国の事業者性についての再検討
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ズ
ム
に
よ
り
そ
の
者
の
活
動
を
規
律
す
る
こ
と
が
妥
当
か
と
の
観
点
を
も
踏
ま
え
て
事
業
者
性
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
昭
和
五
〇
年
当
時
の
事
業
者
性
の
検
討
に
お
い
て
こ
の
④
の
要
件
が
明
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
の
は
、
当
時
は
、
医
師
、
建
築
士
な
ど
の
自
由
業
者
が
事
業
者
に
該
当
す
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
こ
と
と
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
宗
教
家
、
医
師
、
弁
護
士
に
代
表
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
そ
の
業
務
遂
行
に
つ
き
高
い
専

門
性
、
倫
理
性
、
利
他
性
な
ど
が
求
め
ら
れ
、
欧
米
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ら
の
者
が
適
正
に
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
の
規
律
も
、
か
な

り
の
程
度
、
当
該
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
の
団
体
に
よ
り
自
主
的
に
行
わ
れ
て
き
た
。
一
方
、
独
占
禁
止
法
が
規
制
の
基
礎
と
す
る
市
場

メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
利
己
的
な
動
機
に
よ
り
行
動
す
る
企
業
を
規
律
の
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ

ン
を
同
法
上
の
事
業
者
に
該
当
す
る
と
し
て
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
り
規
律
す
る
こ
と
の
妥
当
性
を
検
討
す
る
際
に
、
こ
の
④
の
要
件

か
ら
も
判
断
す
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
者
の
行
動
が
社
会
的
に
大
き
な
問
題
と
な
り
、
そ
の
者
が

①
か
ら
③
の
要
件
に
該
当
す
る
た
め
独
占
禁
止
法
で
規
制
す
べ
き
と
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
こ
れ
を
規
律
す

る
の
が
適
当
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
は
同
法
上
の
事
業
者
に
該
当
し
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
る

(

７)

。

三

公
的
部
門
に
対
す
る
独
占
禁
止
法
等
の
適
用
事
例

(

一)

公
取
委
に
よ
る
適
用
事
例

国
の
行
為
が
独
占
禁
止
法
に
違
反
す
る
と
し
て
、
公
取
委
に
よ
り
同
法
が
適
用
さ
れ
た
事
例
は
な
い
が
、
公
的
部
門
の
う
ち
都
道
府

県
及
び
公
庫
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
同
法
に
違
反
す
る
と
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。

①

千
葉
県
血
清
研
究
所
が
製
薬
会
社
と
の
間
で
動
物
用
ワ
ク
チ
ン
等
の
価
格
協
定
を
行
っ
た
事
件

(

昭
和
五
〇
年
一
〇
月
二
七
日
・

勧
告
審
決

(

８))

。
な
お
、
千
葉
県
血
清
研
究
所
は
千
葉
県
の
一
部
門
で
あ
る
が
、
千
葉
県
で
は
な
く
同
研
究
所
が
独
占
禁
止
法
上
の
事
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請
求
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
大
阪
地
裁(

平
成
四
年
八
月
三
一
日
判
決)

及
び
大
阪
高
裁(

平
成
六
年
一
〇
月
一
四
日
判
決)

は
、

そ
の
理
由
付
け
が
若
干
異
な
る
も
の
の
、
お
年
玉
付
き
郵
便
葉
書
を
発
行
・
販
売
す
る
国
は
同
法
上
の
事
業
者
に
該
当
す
る
と
の
判
断

を
示
し
て
い
る

(

�)

。
ま
た
、
最
高
裁
判
決
で
は
、｢

原
審
の
適
法
に
確
定
し
た
事
実
関
係
の
下
に
お
い
て
は
、
被
上
告
人
の
お
年
玉
付
郵

便
葉
書
等
の
発
行
及
び
販
売
が
昭
和
五
七
年
公
正
取
引
委
員
会
告
示
第
一
五
号

(

不
公
正
な
取
引
方
法)

の
６
に
定
め
る
不
当
廉
売
に

当
た
る
と
は
い
え
な
い
と
し
た
原
審
の
判
断
は
、
正
当
と
し
て
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
過
程
に
所
論
の
違
法
は
な
い｣

な
ど
と

し
て
上
告
が
棄
却
さ
れ
て
い
る
の
で
、
お
年
玉
付
き
年
賀
葉
書
等
を
発
行
・
販
売
す
る
国
が
独
占
禁
止
法
上
の
事
業
者
に
該
当
す
る
旨

が
明
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
般
的
に
は
、
最
高
裁
も
お
年
玉
付
き
年
賀
葉
書
等
を
発
行
・
販
売
す
る
国
の
事
業
者
性
を

認
め
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る

(

�)

。

四

国
の
事
業
者
性
に
関
す
る
学
説
の
概
要

(

一)

昭
和
二
〇
年
代
の
学
説

国
が
独
占
禁
止
法
上
の
事
業
者
に
該
当
し
得
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
二
年
の
同
法
制
定
当
時
か
ら
議
論
が
な
さ
れ
て
い
た

と
こ
ろ
で
あ
り
、
同
法
制
定
当
初
に
お
い
て
も
、
国
が
事
業
者
に
該
当
し
得
る
と
す
る
説
も
あ
っ
た
。

例
え
ば
、
独
占
禁
止
法
制
定
当
時
に
法
案
立
案
作
業
を
担
当
さ
れ
た
橋
本
龍
伍
氏
は
、
国
営
事
業
に
つ
き
、
公
的
な
独
占
な
ど
に
は

同
法
の
適
用
は
な
い
が
、
不
公
正
な
競
争
方
法

(

現
在
の
不
公
正
な
取
引
方
法)

な
ど
に
は
同
法
の
適
用
が
あ
り
、
不
公
正
な
競
争
方

法
が
用
い
ら
れ
た
場
合
な
ど
に
は
公
取
委
が
関
係
当
局
に
対
し
差
止
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る

(

�)

。

ま
た
、
橋
本
氏
と
と
も
に
立
案
作
業
を
担
当
さ
れ
た
石
井
良
三
氏
も
、
国
が
事
業
者
に
該
当
す
る
と
の
説
を
採
っ
て
い
る
と
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
。
石
井
氏
は
、
国
は
事
業
者
に
該
当
す
る
と
さ
れ
る
一
方
、
公
法
人
の
事
業
活
動
に
つ
い
て
は
独
占
禁
止
法
の
規
定
は
一

国の事業者性についての再検討
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一
般
会
計
か
ら
の
補
助
金
に
よ
り
コ
ス
ト
未
満
の
水
準
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
損
害
を
受
け
た
と
し
て
、
都
内
で
屠
畜
場
を

経
営
す
る
事
業
者
が
東
京
都
に
対
し
民
法
第
七
〇
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
も
の
で
あ
る
。
原
告
で
あ
る
屠
畜
業

者
は
、
東
京
都
の
設
定
し
た
利
用
料
金
が
コ
ス
ト
割
れ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は

｢

不
公
正
な
取
引
方
法｣

(

昭
和
五
七
年
公
取
委
告
示

第
一
五
号)
第
六
項
の
不
当
廉
売
に
該
当
し
、
独
占
禁
止
法
第
一
九
条
に
違
反
す
る
と
主
張
し
た
。
東
京
都
の
行
為
が
独
占
禁
止
法
第

一
九
条
違
反
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
屠
畜
場
を
経
営
す
る
都
が
同
法
上
の
事
業
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。

こ
の
事
件
に
お
い
て
、
最
高
裁
は
、｢

独
占
禁
止
法
二
条
一
項
は
、
事
業
者
と
は
、
商
業
、
工
業
、
金
融
業
そ
の
他
の
事
業
を
行
う

者
を
い
う
と
規
定
し
て
お
り
、
こ
の
事
業
は
な
ん
ら
か
の
経
済
的
利
益
の
供
給
に
対
応
し
反
対
給
付
を
反
復
継
続
し
て
受
け
る
経
済
活

動
を
指
し
、
そ
の
主
体
の
法
的
性
格
は
問
う
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
ら
、
地
方
公
共
団
体
も
、
同
法
の
適
用
除
外
規
定
が
な
い
以
上
、
か

か
る
経
済
活
動
の
主
体
た
る
関
係
に
お
い
て
事
業
者
に
当
た
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る｣

と
し
て
、
東
京
都
が
事
業
者
に
該
当
し
、
都
の

行
為
も
独
占
禁
止
法
に
よ
る
不
当
廉
売
規
制
の
対
象
と
な
る
と
の
判
断
を
示
し
て
い
る

(

以
下
、
こ
の
最
高
裁
判
決
を

｢

屠
畜
場
事
件

最
高
裁
判
決｣

と
い
う
。)

。
た
だ
し
、
東
京
都
が
コ
ス
ト
割
れ
の
利
用
料
金
を
設
定
し
た
の
が
物
価
安
定
目
的
で
あ
る
こ
と
、
東
京
都

と
他
の
屠
畜
業
者
と
の
競
争
関
係
な
ど
か
ら
、
都
の
行
為
は
不
当
廉
売
に
該
当
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
お
年
玉
付
き
年
賀
葉
書
に
係
る
事
件
は
、
お
年
玉
付
き
年
賀
葉
書
が
通
常
の
官
製
葉
書
と
同
一
価
格
で
販
売
さ
れ
て
い
る
こ

と
、
図
画
付
き
年
賀
葉
書
が
図
画
の
コ
ス
ト
以
下
の
価
格
し
か
上
乗
せ
さ
れ
て
い
な
い
価
格
で
販
売
さ
れ
る
こ
と
等
が
独
占
禁
止
法
上

の
不
当
廉
売
な
ど
に
該
当
す
る
と
し
て
、
私
製
葉
書
製
造
販
売
業
者
が
民
法
第
七
〇
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
損
害
賠
償
及
び
同
条
な
い

し
営
業
権
に
基
づ
く
お
年
玉
年
賀
葉
書
の
販
売
差
止
を
請
求
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
件
に
あ
っ
て
も
、
お
年
玉
年
賀
葉
書
等
を
販

売
す
る
国
の
行
為
が
独
占
禁
止
法
上
の
不
当
廉
売
な
ど
に
該
当
す
る
と
す
る
前
提
と
し
て
、
国
が
同
法
上
の
事
業
者
に
該
当
す
る
か
が

問
題
と
な
る
。

こ
の
事
件
に
お
い
て
は
、
国
の
行
為
は
独
占
禁
止
法
上
の
不
当
廉
売
な
ど
に
は
該
当
し
な
い
と
し
て
私
製
葉
書
製
造
販
売
業
者
側
の
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(

三)

現
在
の
学
説

屠
畜
場
事
件
最
高
裁
判
決
が
出
さ
れ
て
以
降
に
お
い
て
は
、
国
が
経
済
活
動
を
行
う
限
り
独
占
禁
止
法
上
の
事
業
者
に
該
当
す
る
と

す
る
こ
と
に
ほ
と
ん
ど
異
論
は
見
ら
れ
ず
、
例
え
ば
、
法
科
大
学
院
向
け
と
さ
れ
る
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
も
、
経
済
活
動
を
行
う
国
は

事
業
者
に
該
当
す
る
も
の
さ
れ
て
い
る

(

�)

。

経
済
活
動
を
行
う
国
・
地
方
公
共
団
体
が
事
業
者
に
該
当
す
る
と
す
る
通
説
に
対
す
る
異
論
と
し
て
は
、
行
政
活
動
に
つ
き
市
場
メ

カ
ニ
ズ
ム
で
規
律
す
る
の
は
適
当
で
な
い
と
す
る
来
生
教
授
、
公
共
性
・
公
益
目
的
か
ら
独
占
禁
止
法
上
の
問
題
は
な
い
と
す
る
際
に

は

｢

事
業
者
性｣

の
要
件
に
よ
る
同
法
の
適
用
回
避
が
適
当
と
す
る
屋
宮
教
授
の
説
が
あ
る
程
度
で
あ
る

(

�)

。

五

検
討

前
記
三
及
び
四
の
と
お
り
、
経
済
活
動
を
行
う
限
り
、
国
も
独
占
禁
止
法
上
の
事
業
者
に
該
当
す
る
と
す
る
の
が
通
説
・
判
例
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
法
解
釈
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
現
在
の
法
体
系
と
整
合
的
な
も
の
で
な
い
な
ど
の
問
題
が
あ

り
、
妥
当
で
は
な
い
。

(

一)

市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
国
の
活
動
の
規
律

経
済
活
動
を
行
う
国
を
独
占
禁
止
法
上
の
事
業
者
に
該
当
す
る
と
解
す
る
こ
と
は
、
国
の
行
う
当
該
経
済
活
動
を
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム

に
よ
り
規
律
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

従
来
、
国
が
行
っ
て
き
た
経
済
活
動

(

�)

を
見
る
と
、
タ
バ
コ
や
塩
の
専
売
事
業
と
い
っ
た
財
源
確
保
の
た
め
の
も
の
を
除
け
ば
、
国
民

福
祉
の
向
上
や
社
会
秩
序
の
維
持
な
ど
の
観
点
か
ら
国
民
生
活
に
必
要
で
は
あ
る
も
の
の
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
委
ね
て
い
て
は
十
分

国の事業者性についての再検討
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般
的
に
適
用
が
な
い
と
解
す
べ
き
と
し
、
こ
の
点
は
同
法
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
問
題
で
あ
っ
て
適
用
除
外
の
問
題
で
は
な
い
と
さ
れ

て
い
る

(

�)

。
こ
の
た
め
、
結
局
、
石
井
氏
は
国
の
事
業
者
性
を
否
定
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

独
占
禁
止
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
は
昭
和
二
八
年
に
改
正
さ
れ
て
お
り
、
事
業
者
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
の

｢

商
業
、

工
業
、
金
融
業
そ
の
他
の
事
業
を
営
む
者｣

か
ら

｢

…
…
そ
の
他
の
事
業
を
行
う
者｣

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、｢

事

業｣

に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
き
営
利
を
目
的
と
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
問
わ
な
い
旨
を
明
確
に
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

に
関
連
し
て
、
公
取
委
事
務
局
で
は
、
昭
和
二
八
年
の
第
二
条
第
一
項
の
改
正
は
政
府
機
関
や
地
方
公
共
団
体
な
ど
の
公
共
団
体
の
営

利
を
目
的
と
し
な
い
経
済
行
為
に
も
独
占
禁
止
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
立
法
者
が
明
確
に
し
た
も
の
と
説
明
し
て
い
る

(

�)

。
し
か
し
、

昭
和
二
八
年
改
正
法
に
よ
る
第
二
条
第
一
項
の
修
正
趣
旨
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
国
会
へ
の
政
府
提
出
法
案
の
立
案

段
階
で
国
家
直
営
事
業
を
所
管
す
る
省
庁
と
の
間
に
お
い
て
も
十
分
に
調
整
が
行
わ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
公
表
さ
れ
て
い
る
資

料
で
は
こ
の
よ
う
な
調
整
が
行
わ
れ
た
と
は
思
わ
れ
ず
、
ま
た
、
ア
ル
コ
ー
ル
専
売
事
業
な
ど
を
所
管
し
て
い
た
通
商
産
業
省
の
出
雲

井
・
企
業
局
企
業
第
一
課
長
は
、
国
な
ど
公
法
人
の
行
為
に
は
独
占
禁
止
法
の
適
用
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る

(

�)

。

(

二)

屠
畜
場
事
件
最
高
裁
判
決
前
に
お
け
る
学
説

長
ら
く
独
占
禁
止
法
学
を
主
導
さ
れ
た
今
村
教
授
は
、
国
も
経
済
活
動
の
主
体
で
あ
る
関
係
で
は
事
業
者
で
あ
る
と
さ
れ

(

�)

、
正
田
教

授
も
政
府
機
関
な
ど
も
事
業
者
に
該
当
す
る
と
さ
れ
て
い
る

(

�)
な
ど
、
国
も
事
業
活
動
を
行
う
限
り
独
占
禁
止
法
上
の
事
業
者
に
該
当
す

る
と
解
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
な
お
、
昭
和
三
七
年
に
景
品
表
示
法
が
制
定
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
の
公
取
委
事
務
局
の

解
説
に
お
い
て
も
、
経
済
活
動
を
行
う
国
に
対
し
て
同
法
の
適
用
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

(

	)

。

ま
た
、
国
の
活
動
に
つ
き
公
法
関
係
と
私
法
関
係
に
区
分
し
、
私
法
関
係
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
な
法
的
関
係
の
場
合
に
独
占
禁
止
法

が
適
用
さ
れ
る
と
す
る
見
解
も
見
ら
れ
る

(


)

。
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ま
た
、
社
会
公
共
の
た
め
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
で
あ
っ
て
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
委
ね
て
い
て
は
十
分
に
供
給
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ

て
も
、
国
が
こ
れ
を
直
接
提
供
す
る
必
要
は
な
く
、
民
間
の
事
業
者
で
も
十
分
な
供
給
が
で
き
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
国
が
提
供
す
る

こ
と
で
対
応
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
た
め
に
は
、
補
助
金
を
交
付
す
る
こ
と
も
あ
り
、
参
入

制
限
を
設
け
る
な
ど
に
よ
り
民
間
の
事
業
者
を
法
的
に
保
護
す
る
と
と
も
に
、
供
給
義
務
な
ど
を
課
し
た
り
料
金
認
可
制
を
採
る
と
い
っ

た
法
制
度
を
設
け
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。

国
が
補
助
金
を
交
付
す
る
こ
と
自
体
は
独
占
禁
止
法
と
抵
触
せ
ず
、
事
業
法
を
制
定
し
て
民
間
の
事
業
者
を
規
制
す
る
場
合
は
、
独

占
禁
止
法
と
当
該
事
業
法
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
が
、
当
該
事
業
法
に
従
う
限
り
民
間
の
事
業
者
が
独
占
禁
止
法
上
問
題
と
な
る
こ

と
は
な
い

(

こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
独
占
禁
止
法
と
の
調
整
規
定
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。)

。
こ
の
よ
う
に
、
国
が
経
済
活
動

を
行
っ
た
り
、
民
間
事
業
者
の
経
済
活
動
に
介
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
競
争
秩
序
に
大
き
な
弊
害
が
も
た
ら
さ
れ
た
場
合
に
、
国
が
直

接
的
に
経
済
活
動
を
行
っ
て
い
る
と
き
は
独
占
禁
止
法
の
規
制
対
象
と
す
る
一
方
、
民
間
事
業
者
の
経
済
活
動
に
介
入
し
て
い
る
と
き

は
同
法
で
規
制
で
き
な
い
と
す
る
こ
と
は
、
競
争
政
策
を
推
進
す
る
観
点
か
ら
も
著
し
く
均
衡
を
失
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(

二)

行
政
法
と
し
て
の
独
占
禁
止
法
の
限
界

経
済
法
の
中
心
が
経
済
統
制
法
か
ら
独
占
禁
止
法
を
中
心
と
す
る
も
の
に
変
化
す
る
に
つ
れ
、
経
済
法
の
行
政
法
に
対
す
る
独
自
性

が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

(

�)

が
、
独
占
禁
止
法
な
ど
の
経
済
法
が
行
政
法
分
野
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

田
中
二
郎
教
授
は
、
従
来
の
行
政
法
の
解
釈
の
実
際
に
つ
き
行
政
法
規
の
成
文
を
重
視
し
、
成
文
法
規
を
厳
格
な
論
理
の
法
則
に
従
っ

て
解
釈
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
批
判
し
、
特
に
行
政
法
規
の
解
釈
に
当
た
っ
て
は
、
そ
れ
が
行
政
法
秩
序
の
中
で
ど
う
い
う
位
置
を

占
め
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
目
的
と
の
関
連
に
お
い
て
、
そ
の
意
味
を
合
目
的
的
に
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強

調
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
し
か
し
、
屠
畜
場
事
件
最
高
裁
判
決
は
、
独
占
禁
止
法
第
二
条
第
一
項
の
文
言
を
重
視
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
田
中

国の事業者性についての再検討
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に
供
給
で
き
な
い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
市
場
経
済
社
会
で
は
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
十
分
に
機
能
し

な
い
公
共
財
的
な
性
質
の
強
い
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
国
が
こ
れ
を
提
供
す
る
こ
と
が
是
認
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て

(

�)

、
こ
の
よ
う

な
理
解
を
前
提
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
国
の
活
動
は
、
そ
も
そ
も
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
規
律
す
る
こ

と
は
適
当
で
な
い
こ
と
と
な
る
。

社
会
公
共
の
た
め
に
必
要
や
サ
ー
ビ
ス
で
あ
っ
て
も
、
国
で
し
か
こ
れ
を
提
供
で
き
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
国
の
活
動
を
市
場
メ
カ

ニ
ズ
ム
に
よ
り
規
律
す
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
国
の
活
動
は
、
前
記
二
の
①
か
ら
③
の
要

件
を
満
た
し
た
と
し
て
も
、
同
二
の
④
の
要
件
を
満
た
す
も
の
で
は
な
い
の
で
、
国
の
活
動
を
独
占
禁
止
法
で
規
律
す
べ
き
と
の
議
論

も
生
じ
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
国
が
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
と
同
種
の
サ
ー
ビ
ス
が
私
的
部
門
で
も
提
供
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
国
の
活
動
を
効
率

的
に
す
る
な
ど
の
た
め
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
機
能
を
利
用
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る

(

�)

。
こ
の
た
め
、
国
が
直
接
提
供
し
て
い
た
サ
ー

ビ
ス
が
特
殊
法
人
で
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
特
殊
法
人
が
独
立
行
政
法
人
化
さ
れ
る
な
ど
の
動
き
は
、
公
共
的
な
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
に
当
た
っ
て
も
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
機
能
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
独
立
行
政
法
人
に

よ
り
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
も
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
委
ね
て
い
て
は
十
分
に
は
供
給
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
前
提

と
さ
れ
て
い
る

(

�)

。

さ
ら
に
、
国
が
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
あ
っ
て
も
、
経
済
社
会
が
発
展
し
て
豊
か
な
社
会
に
な
れ
ば
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
下
で
も

十
分
に
供
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
国
の
事
業
を
民
営
化
し
て
、
す
べ
て
私
的
部

門
で
供
給
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
ろ
う
が
、
法
制
上
の
取
扱
い
と
し
て
は
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
が
私
的
部
門
で
も
供
給
で

き
る
か
否
か
よ
り
、
国
に
よ
り
提
供
さ
れ
て
い
る
か
否
か
が
重
要
で
あ
る
の
で
、
国
が
提
供
す
る
限
り
に
お
い
て
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
が

国
で
し
か
提
供
で
き
な
い
場
合
と
同
様
に
解
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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図 お年玉付き年賀葉書不当廉売等損害賠償請求事件当時における
公取委と郵政省を中心とした関係図
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国 民

教
授
が
批
判
さ
れ
る
よ
う
な
法
解
釈
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

(

�)

。

こ
の
よ
う
に
、
行
政
法
規
の
条
文
解
釈
に
当
た
っ
て
は
、
一
般
に
、
当
該
法
律
全
体
の
仕
組
み
を
十
分
に
理
解
し
た
上
で
、
そ
の
仕

組
み
の
一
部
と
し
て
当
該
条
文
を
解
釈
し
た
り
、
憲
法
と
の
関
係
も
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

(

�)

の
で
、
公
法
人
、
特
に
国

に
対
し
独
占
禁
止
法
に
よ
る
規
制
が
適
用
さ
れ
る
か
否
か
の
解
釈
を
行
う
際
に
も
、
同
法
が
行
政
法
規
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

(

�)

。

改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
我
が
国
は
三
権
分
立
制
を
採
用
し
て
お
り
、
行
政
権
は
、
国
会
で
指
名
さ
れ
た
内
閣
総
理
大
臣
が

組
織
す
る
内
閣
が
国
会
の
制
定
し
た
法
律
に
基
づ
い
て
行
使
し
て
い
る
。
ま
た
、
内
閣
に
は
個
々
の
行
政
法
規
の
運
用
を
担
当
す
る
行

政
機
関
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
個
々
の
行
政
機
関
が
行
っ
た
行
政
行
為
の
効
果
は
、
当
然
に
法
人
格
を
有
す
る
と
さ
れ
る
行
政
主
体
で

あ
る
国
に
帰
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
行
政
法
学
に
お
い
て
は
、
行
政
法
上
の
法
律
関
係
と
し
て
主
た
る
分
析
対
象
と
な
っ
て
き

た
も
の
は
行
政
主
体
で
あ
る
国
・
地
方
公
共
団
体
等
と
国
民
と
の
関
係

(

行
政
の
外
部
関
係)

で
あ
っ
て
、
行
政
主
体
と
行
政
主
体
と

の
関
係
や
行
政
主
体
内
部
の
関
係

(

行
政
の
内
部
関
係)

に
つ
い
て
は
十
分
な
検
討
対
象
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
後
者
の
行
政

の
内
部
関
係
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
関
係
で
あ
る
か
は
、
小
	
教
授
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い

(


)

が
、
行
政
の

内
部
関
係
に
つ
い
て
は
、
行
政
の
外
部
関
係
と
は
異
な
っ
た
取
扱
い
が
な
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る

(

�)

。

国
が
独
占
禁
止
法
上
の
事
業
者
に
該
当
す
る
と
解
す
る
こ
と
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
お
年
玉
付
き
年
賀
葉
書
不
当
廉
売
等
損
害
賠
償

訴
訟
の
場
合
と
同
様
の
事
実
関
係
に
お
い
て
、
私
製
葉
書
製
造
販
売
業
者
が
郵
政
省
の
行
為
を
問
題
と
し
た
の
で
は
な
く
、
公
取
委
が

郵
政
省
の
行
為
を
問
題
と
し
た
と
仮
定
し
て
検
討
を
行
う
こ
と
と
す
る

(
�)

。

こ
の
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
当
時
に
お
い
て
は
、
郵
便
事
業
は
郵
政
省
が
所
管
す
る
国
の
直
営
事
業
で
あ
り
、
公
取
委
は
総
理
府
の
外

局
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
た
の
で
、
三
権
分
立
に
も
留
意
し
て
、
郵
便
事
業
に
係
る
郵
政
省
と
公
取
委
の
関
係
を
中
心
に
図
示
す
る
と
、

別
図
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
図
で
明
ら
か
な
と
お
り
、
公
取
委
が
郵
政
省
の
行
為
を
問
題
と
す
る
場
合
に
は
、
国
と
い
う
同
一
の
行
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ア

労
働
法
規

労
働
基
準
法
第
一
一
二
条
で
は
、｢

こ
の
法
律
及
び
こ
の
法
律
に
基
づ
い
て
発
す
る
命
令
は
、
国
、
都
道
府
県
、
市
町
村
そ
の
他
こ

れ
に
準
ず
べ
き
も
の
に
つ
い
て
も
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る｣

と
し
て
、
国
に
つ
い
て
も
同
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
例
え
ば
一
般
職
の
国
家
公
務
員
に
つ
い
て
見
る
と
、
国
家
公
務
員
法
附
則
第
一
六
条
で
、
労
働
基
準
法
な
ど
の
労
働
法

規
を
適
用
し
な
い
旨
が
、
国
家
公
務
員
法
第
一
次
改
正
法
附
則
第
三
条
で
、
別
に
法
律
が
制
定
実
施
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
国
家
公
務
員

法
の
精
神
に
抵
触
し
な
い
範
囲
内
等
に
お
い
て
労
働
基
準
法
等
を
準
用
す
る
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
男
女
雇
用
機
会
均
等
法

(

雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律)

で
は
第
二
八

条
で
国
家
公
務
員
に
つ
い
て
適
用
除
外
が
規
定
さ
れ
、
障
害
者
雇
用
促
進
法

(

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律)

で
は
、
雇

用
主
の
義
務
の
内
容
が
国
及
び
地
方
公
共
団
体
と
一
般
事
業
主
で
異
な
っ
て
お
り
、
主
務
大
臣
で
あ
る
厚
生
労
働
省
の
権
限
に
つ
い
て

も
両
者
に
対
す
る
も
の
で
異
な
っ
て
い
る
。

イ

建
築
法
規

建
築
基
準
法
で
は
、
建
築
申
請
等
に
係
る
一
般
建
築
主
の
義
務
に
つ
き
、
第
一
八
条
第
一
項
で
、
国
、
都
道
府
県
又
は
建
築
主
事
を

置
く
市
町
村
に
つ
い
て
は
適
用
を
除
外
す
る
と
と
も
に
、
同
条
第
二
項
以
下
で
こ
れ
ら
の
者
に
係
る
手
続
規
定
を
設
け
て
い
る
。

ウ

教
育
法
規

地
方
分
権
一
括
法
に
よ
る
改
正
前
の
学
校
教
育
法
に
お
い
て
は
、
監
督
庁
が
学
校
閉
鎖
命
令

(

第
一
三
条)

及
び
設
備
・
授
業
等
の

変
更
命
令

(

第
一
四
条)

を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る

｢

学
校｣

に
限
定
は
な
く
、
同
法
の
文
言
上
は
国
立
大
学
な
ど
国
立
学
校
が
含
ま

れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
た

(

�)

。
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政
主
体
内
部
の
関
係
と
な
る
。

独
占
禁
止
法
に
お
い
て
は
、
同
法
違
反
行
為
を
排
除
す
る
た
め
の
手
続
と
し
て
、
公
取
委
の
行
政
処
分
で
あ
る
審
決
に
不
服
が
あ
る

者
は
東
京
高
裁
に
審
決
取
消
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
裁
判
所
が
裁
判
を
行
い
得
る
対
象
は

｢

法

律
上
の
争
訟｣
に
該
当
す
る
も
の
の
ほ
か
特
に
法
律
で
定
め
る
訴
訟
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り

(

裁
判
所
法
第
三
条
第
一
項)

、
行
政
機

関
の
間
な
ど
行
政
主
体
内
部
の
紛
争
で
あ
る
機
関
訴
訟
は
、
一
般
に

｢

法
律
上
の
争
訟｣

に
該
当
し
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
機
関

訴
訟
は
、
特
に
法
律
で
定
め
る
場
合
に
提
起
で
き
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り

(

行
政
事
件
訴
訟
法
第
四
二
条)

、
独
占
禁
止
法
上
の
審
決

取
消
訴
訟
に
係
る
規
定
が
こ
の
特
に
法
律
に
定
め
る
場
合
と
は
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

(

�)

の
で
、
審
決
の
名
宛
人
で
あ
る
国
な
い
し
郵

政
省
は
独
占
禁
止
法
の
設
け
る
審
決
取
消
訴
訟
手
続
を
利
用
で
き
な
い
こ
と
と
な
る

(

�)

。
こ
の
よ
う
に
、
独
占
禁
止
法
の
設
け
る
手
続
が

利
用
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
よ
う
な
法
解
釈
を
行
う
こ
と
は
適
当
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

(

三)

規
制
対
象
に
国
も
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
る
場
合
の
立
法
例

国
が
活
動
を
行
う
際
に
も
、
民
間
の
事
業
者
が
活
動
を
行
う
際
と
同
様
に
、
建
物
を
調
達
し
た
り
労
働
者
を
雇
用
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
り
、
建
築
主
や
雇
用
者
を
規
制
対
象
と
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
国
も
建
築
主
や
雇
用
者
に
該
当
す
る
こ
と
が
あ
る

の
で
、
国
に
当
該
法
律
が
適
用
さ
れ
る
か
否
か
の
規
定
が
設
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
法
律
の
規
制
対
象
者
に
国
が
含
ま
れ
る

か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
法
律
の
主
要
な
規
制
対
象
が
国
民
や
民
間
の
事
業
者
で
あ
っ
て
も
、
国
が
こ
れ
ら
規
制
対
象
者
と
同
様
の
立

場
に
な
り
得
る
場
合
に
は
、
次
の
と
お
り
、
国
に
つ
い
て
の
適
用
関
係
を
明
示
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る

(

�)

。

ま
た
、
国
に
係
る
適
用
関
係
に
つ
い
て
の
規
定
が
な
い
場
合
に
は
、
国
に
つ
い
て
は
適
用
が
な
い
と
解
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
独
占
禁
止
法
に
お
い
て
国
の
適
用
関
係
に
係
る
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
以
上
、
国
は
同
法
の
適
用
対
象
に
含
ま
れ
な
い
と
解

す
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
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国
家
行
政
組
織
法
の
規
定
に
基
づ
き
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

(

�)

。

こ
の
内
閣
府
設
置
法
及
び
国
家
行
政
組
織
法
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
平
成
一
三
年
の
中
央
省
庁
の
再
編
に
当
た
っ
て
は
、
内
閣
総
理

大
臣
の
指
導
力
を
発
揮
し
て
内
閣
全
体
と
し
て
業
務
を
遂
行
で
き
る
よ
う
、
内
閣
府
に
お
か
れ
る
特
命
担
当
大
臣
に
関
係
行
政
機
関
の

長
に
対
す
る
指
示
権
を
認
め
る
な
ど
内
閣
府
に
府
省
間
の
調
整
に
お
い
て
主
導
権
を
持
た
せ
る
こ
と
も
検
討
さ
れ
た
が
、
政
府
内
部
で

の
調
整
の
結
果
、
こ
の
特
命
大
臣
の
権
限
は
勧
告
権
に
止
め
ら
れ
て
い
る

(

�)

。

こ
の
よ
う
に
、
上
下
関
係
に
な
い
行
政
機
関
相
互
に
お
け
る
調
整
に
お
い
て
一
方
の
行
政
機
関
が
他
方
の
行
政
機
関
に
命
令
を
行
い

得
る
よ
う
な
権
限
が
内
閣
提
出
法
案
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
と
は
想
定
し
が
た
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
従
前
は

総
理
府
の
外
局
と
し
て
置
か
れ
、
平
成
一
三
年
の
中
央
省
庁
の
再
編
に
よ
り
総
務
省
の
外
局
と
な
っ
た
後
、
内
閣
府
の
外
局
と
な
っ
て

い
る
公
取
委
の
場
合
も
同
様
と
考
え
ら
れ
る
。

(

五)

公
取
委
に
よ
る
他
省
庁
の
行
政
へ
の
積
極
的
関
与
と
公
取
委
の
合
憲
性

公
取
委
の
委
員
長
及
び
委
員
が
独
占
禁
止
法
の
運
用
に
関
す
る
職
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
っ
て
職
権
行
使
の
独
立
性
が
認
め
ら
れ
て

お
り

(

同
法
第
二
八
条)

、
内
閣
総
理
大
臣
の
指
揮
監
督
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
か
つ
て
は
、
公
取
委
の

よ
う
な
行
政
機
関
を
内
閣
に
設
け
る
こ
と
は
憲
法
違
反
で
あ
る
と
の
主
張
も
見
ら
れ
た

(

�)

。
現
在
で
は
、
公
取
委
の
業
務
の
特
殊
性
・
専

門
性
や
、
人
事
権
や
予
算
編
成
権
を
通
じ
て
内
閣
総
理
大
臣
が
監
督
し
得
る
こ
と
な
ど
を
理
由
と
し
て
、
公
取
委
の
よ
う
な
独
立
行
政

委
員
会
を
設
け
る
こ
と
は
憲
法
に
違
反
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

か
つ
て
の
公
取
委
違
憲
論
は
、
公
取
委
が
民
間
の
事
業
者
等
に
独
占
禁
止
法
を
適
用
す
る
際
に
、
内
閣
の
当
該
事
業
者
等
へ
の
対
応

方
針
と
関
係
な
く
、
公
取
委
が
内
閣
か
ら
独
立
し
て
職
権
を
行
使
し
得
る
こ
と
を
問
題
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
内
閣
が
独
占
禁
止
法

の
運
用
に
つ
き
公
取
委
に
指
示
で
き
な
い
こ
と
の
問
題
と
し
て
は
、
同
法
の
運
用
に
つ
き
公
取
委
に
指
示
で
き
な
い
こ
と
自
体
の
ほ
か
、
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し
か
し
、
国
立
学
校
に
つ
い
て
は
、
国
が
設
置
者
で
あ
っ
て
文
部
大
臣
が
そ
の
管
理
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
管
理
権
限
を
行
使
し
て
是

正
を
図
れ
ば
よ
い
等
の
理
由
で
、
こ
の
学
校
閉
鎖
命
令
及
び
設
備
・
授
業
等
の
変
更
命
令
の
対
象
に
な
ら
な
い
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
い

た

(

�)

。
な
お
、
現
行
法
で
は
、
そ
の
規
定
上
も
、
こ
れ
ら
の
命
令
の
対
象
と
な
る
学
校
に
国
立
学
校

(

国
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
学
校

を
含
む
。)
は
含
ま
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

エ

医
療
法
規

医
療
法
第
六
条
で
は
、
国
の
開
設
す
る
病
院
等
に
係
る
同
法
の
適
用
に
つ
い
て
政
令
で
特
別
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
国
立
病
院
の
独
立
行
政
法
人
化
に
伴
い
、
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
法
第
二
二
条
で
、
医
療
法
な
ど
に
つ

い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
を
国
と
み
な
し
て
同
法
な
ど
を
準
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
。

(

四)

行
政
機
関
の
間
に
お
け
る
政
策
調
整

国
の
各
行
政
機
関
は
そ
れ
ぞ
れ
の
所
管
業
務
を
担
当
し
て
い
る
が
、
そ
の
業
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
り
他
の
行
政
機
関
の
所
管
業
務

と
の
抵
触
が
生
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

国
の
行
政
権
は
内
閣
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
、
内
閣
は
行
政
権
の
行
使
に
つ
き
国
会
に
対
し
連
帯
責
任
を
負
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

の
で
、
内
閣
総
理
大
臣
が
閣
議
で
決
定
し
た
方
針
に
基
づ
き
各
行
政
機
関
を
指
揮
監
督
し
た
り
、
各
行
政
機
関
の
間
の
権
限
に
つ
い
て

の
疑
義
は
閣
議
に
か
け
て
内
閣
総
理
大
臣
が
裁
定
す
る
な
ど
、
内
閣
は
一
体
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

内
閣
の
下
に
お
け
る
各
行
政
機
関
の
間
に
お
い
て
政
策
調
整
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
あ
る
行
政
機
関
が
行
政
事
務
を
行
う

際
の
根
拠
法
に
他
の
行
政
機
関
と
の
間
の
調
整
規
定
が
置
か
れ
、
当
該
規
定
に
基
づ
き
調
整
が
行
わ
れ
る
ほ
か
、
内
閣
府
設
置
法
又
は
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六

お
わ
り
に

現
在
の
経
済
社
会
に
お
い
て
は
国
民
生
活
に
お
け
る
国

(

行
政
部
門)

の
役
割
は
多
様
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
か
つ
て
の
国
の
活

動
は
、
私
的
部
門
の
活
動
を
社
会
公
共
の
た
め
に
規
律
す
る
規
制
行
政
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
国
民
が
生
活
す
る
に
当
た
り
必
要
と
な

る
所
得
を
確
保
し
た
り
、
国
民
生
活
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
給
付
行
政
も
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
給
付
行
政
の

う
ち
、
国
民
に
一
定
の
負
担
を
求
め
て
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
も
の
が
本
稿
が
検
討
対
象
と
し
た
国
の
経
済
活
動
で
あ
る
。

現
在
の
社
会
で
は
給
付
行
政
の
果
た
す
役
割
は
非
常
に
大
き
な
も
の
が
あ
る
が
、
給
付
行
政
に
必
要
な
財
源
を
税
金
や
利
用
料
な
ど

の
形
で
国
民
に
負
担
を
求
め
る
の
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
政
府
は
大
幅
や
財
政
赤
字
を
抱
え
る
に
至
っ
て
お
り
、
そ
の
活
動
の
効

率
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

近
年
推
進
さ
れ
て
い
る
独
立
行
政
法
人
化
や
国
立
大
学
法
人
化
は
、
公
的
部
門

(

行
政
部
門)

の
効
率
化
を
そ
の
目
的
の
一
つ
と
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
効
率
化
を
図
る
に
当
た
っ
て
は
、
独
立
採
算
性
の
下
で
経
済
活
動
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
市
場
メ

カ
ニ
ズ
ム
の
機
能
を
利
用
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
機
能
に
よ
り
公
的
部
門

の
効
率
化
が
図
ら
れ
る
た
め
に
は
、
当
該
公
的
部
門
が
私
的
部
門
と
の
競
争
に
さ
ら
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
当
該
公
的
部
門
が
私
的
部

門
と
の
競
争
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
れ
ば
、
当
該
公
的
部
門
の
活
動
い
か
ん
に
よ
っ
て
私
的
部
門
の
事
業
者
が
大
き
な
影
響
を
受
け

る
こ
と
に
な
る
。

私
的
部
門
で
あ
れ
公
的
部
門
で
あ
れ
、
そ
の
経
済
活
動
を
規
律
す
る
法
律
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
遵
守
す
る
必

要
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
私
的
部
門
を
規
制
対
象
と
す
る
法
律
の
み
が
存
在
す
る
場
合
に
、
公
的
部
門
が
、
当
該
法
律
の
適
用

対
象
と
な
ら
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
当
該
法
律
に
定
め
ら
れ
た
ル
ー
ル
を
全
く
考
慮
し
な
く
て
よ
い
と
す
る
こ
と
は
問
題
で
あ
ろ
う
。
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公
取
委
が
同
法
を
独
自
に
運
用
す
る
結
果
、
内
閣
の
行
政
の
遂
行
に
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

昭
和
五
〇
年
代
前
半
ま
で
は
、
通
商
産
業
省
と
公
取
委
と
の
間
で
、
通
商
産
業
省
と
し
て
は
不
況
期
に
は
民
間
事
業
者
に
減
産
を
さ
せ

る
な
ど
の
行
政
指
導
を
行
い
た
い
の
に
、
当
該
行
政
指
導
に
従
っ
た
当
該
事
業
者
の
行
為
を
公
取
委
が
独
占
禁
止
法
違
反
と
す
る
こ
と

に
よ
り
、
同
省
の
行
政
の
遂
行
に
支
障
が
生
ず
る
と
い
っ
た
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
場
合
、
公
取
委
は
通
商
産
業
省
の
競

争
制
限
的
な
行
政
の
遂
行
自
体
を
問
題
と
し
て
独
占
禁
止
法
の
運
用
を
行
っ
た
の
で
は
な
く
、
公
取
委
の
当
該
事
業
者
に
対
す
る
同
法

の
運
用
を
通
じ
て
、
同
省
の
行
政
遂
行
に
影
響
を
与
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
影
響
は
間
接
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
よ

う
な
場
合
に
は
、
当
初
の
行
政
目
的
を
実
現
す
る
た
め
、
通
商
産
業
省
は

(

競
争
政
策
上
の
問
題
は
残
る
も
の
の)

当
該
事
業
者
が
独

占
禁
止
法
違
反
に
問
わ
れ
な
い
よ
う
な
方
策
を
採
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
国
が
事
業
者
に
該
当
す
る
と
し
て
内
閣
が

(

担
当
省
庁
を
通
じ
て)

行
う
経
済
活
動
に
対
し
て
独
占
禁
止
法
を
適
用

す
る
場
合
に
は
、
内
閣
の
行
政
活
動
に
対
し
公
取
委
が
直
接
的
に
介
入
し
て
、
内
閣
が
行
お
う
と
し
た
行
政
活
動
の
変
更
を
求
め
る
こ

と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ど
の
よ
う
な
省
庁
が
経
済
活
動
を
行
う
際
に
も
、
国
の
行
政
権
の
発
動
と
し
て
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

内
閣
は
一
体
と
し
て
活
動
を
行
っ
て
い
る
の
で
、
内
閣
全
体
の
方
針
と
し
て
当
該
経
済
活
動
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
と
き
に
、
公
取

委
が
当
該
経
済
活
動
の
実
施
を
独
占
禁
止
法
違
反
と
す
る
こ
と
は
、
内
閣
に
よ
る
行
政
権
の
行
使
を
公
取
委
が
積
極
的
に
阻
止
す
る
こ

と
と
な
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
内
閣
と
公
取
委
の
関
係
は
か
つ
て
の
公
取
委
違
憲
論
が
前
提
と
し
た
状
況
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、

国
を
事
業
者
に
該
当
す
る
と
す
る
こ
と
は
経
済
活
動
に
係
る
国
の
行
政
権
の
行
使

(

の
一
部)

を
公
取
委
の
監
督
下
に
置
く
こ
と
と
な

る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
公
取
委
の
存
在
が
合
憲
で
あ
る
と
は
言
い
が
た
い
と
考
え
ら
れ
る
。
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委
も
何
ら
か
の
対
応
を
行
う
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
は
、
独
占
禁
止
法
を
公
的
部
門
に
適
用
す
る
の
で
は
な
く
、
関
係
省
庁
と

の
間
の
政
策
調
整
と
い
う
形
で
行
う
と
い
う
の
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

(

�)

。

国
の
行
為
に
よ
っ
て
国
民
や
民
間
事
業
者
が
不
利
益
を
受
け
た
場
合
の
救
済
等
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
行
政
救
済
法
の
分
野
に
お

け
る
問
題
と
し
て
検
討
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
分
野
で
問
題
と
な
っ
て
き
た
の
は
国
と
国
民
等
が
公
法
的
な
関
係
に
あ
る
場
合
や

国
の
行
為
の
直
接
的
な
相
手
方
で
あ
る
国
民
等
と
の
関
係
で
あ
っ
て
、
国
が
経
済
活
動
を
行
う
際
の
私
法
的
な
関
係
に
お
け
る
問
題
と

か
、
国
の
行
う
経
済
活
動
に
つ
い
て
競
争
関
係
に
あ
る
事
業
者
の
よ
う
に
国
の
行
為
の
直
接
の
相
手
方
と
は
な
ら
な
い
者
と
の
関
係
に

つ
い
て
は
、
十
分
な
検
討
が
行
わ
れ
ず
、
救
済
策
と
し
て
も
十
分
な
も
の
で
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
今
後
と
も
、
公
的
部
門
の

経
済
活
動
に
つ
き
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
機
能
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
動
き
は
強
ま
っ
て
い
く
と
思
わ
れ
る
の
で
、
行
政
救
済
法
の
分
野

に
お
い
て
も
十
分
な
対
応
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

注

(

１)

景
品
表
示
法
に
お
い
て
は

｢

事
業
者｣

の
定
義
規
定
は
設
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
同
法
が
消
費
者
保
護
も
目
的
と
し
て
お
り
、
消
費
者
が
取
引

を
す
る
相
手
方
は
独
占
禁
止
法
上
の

｢

事
業
者｣

に
限
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
同
法
上
の

｢

事
業
者｣

の
範
囲
は
独
占
禁
止
法
の
も
の
よ
り
広
い

と
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い(

例
え
ば
、
公
取
委
事
務
局
編『

誇
大
広
告
と
懸
賞
販
売
の
規
制
―
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
の
解
説
―』

(

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
・
昭
和
三
七
年)

九
九
頁)

。
し
か
し
、
一
般
消
費
者
が
被
害
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
か
否
か
の
観
点
か
ら
事
業
者
性
を

判
断
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
く
、
景
品
表
示
法
は
独
占
禁
止
法
の
補
完
法
で
あ
る
の
で
、
同
法
上
の

｢

事
業
者｣

も
独
占
禁
止
法
上
の

｢

事

業
者｣

と
同
一
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

(

２)

公
取
委
事
務
局
編

『

独
占
禁
止
政
策
の
主
要
課
題
―
独
占
禁
止
懇
話
会
資
料
Ⅵ』

(

大
蔵
省
印
刷
局
・
昭
和
五
四
年)

二
〇
三
頁

(

３)

事
業
者
が
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
の
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
、
労
働
力
な
ど
を
他
か
ら
調
達
し

て
い
る
。
あ
る
経
済
主
体
が
事
業
を
行
っ
て
い
る
か
否
か
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
面
だ
け
で
な
く
調
達
面
も
踏
ま
え
て
検
討
さ
れ
る
も
の
で
あ
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私
的
部
門
の
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
法
律
で
規
制
さ
れ
て
い
な
い
活
動
に
つ
い
て
は
自
由
に
こ
れ
を
行
い
得
る
と
す
る
こ
と
も
一
つ
の

考
え
方
と
し
て
是
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
公
的
部
門
が
活
動
を
行
う
際
に
は
、
単
に
法
律
に
違
反
し
な
い
こ
と
だ
け
で
な

く
、
同
じ
政
策
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
活
動
と
し
て
社
会
経
済
に
与
え
る
悪
影
響
が
よ
り
少
な
い
方
策
が
他
に
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
の
よ
う
な
方
策
を
採
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
例
え
ば
、
東
京
都
が
物
価
安
定
等
の
目
的
で
屠
畜
料
金
を
安
く
す
る
た
め
に
補
助

金
を
支
出
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
都
直
営
の
屠
畜
場
の
み
を
交
付
対
象
と
す
る
の
で
は
な
く
、
東
京
都
に
所
在
す
る
民
間
の
屠
畜
場
も
対

象
に
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
方
が
屠
畜
場
間
の
競
争
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
な
く
、
ま
た
物
価
安
定
等
の
目
的
も
よ
り

効
果
的
に
達
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

国
に
つ
い
て
も
、
国
民
に
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
際
に
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
と
同
種
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る

民
間
の
事
業
者
と
の
間
の
競
争
関
係
に
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
と
の
視
点
で
、
当
該
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
や
提
供
方
法
が
決

定
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い

(

�)

。
我
が
国
に
お
い
て
は
、
市
場
経
済
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
て
い
る
も
の
の
、
国
な
ど
の
公
的
部
門
が
行
う
経

済
活
動
も
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
公
的
部
門
に
対
し
て
も
可
能
な
範
囲
で
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
規
律
を
適
用
し
て

い
く
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
公
的
部
門
が
経
済
活
動
を
行
う
際
に
、
同
種
の
活
動
を
行
っ
て
い
る
私
的
部
門
の
事
業
者

と
の
競
争
関
係
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
か
否
か
の
視
点
か
ら
、
公
的
部
門
の
活
動
を
規
律
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

そ
の
方
策
と
し
て
は
、
公
的
部
門
も
独
占
禁
止
法
上
の
事
業
者
に
該
当
す
る
と
し
て
、
民
間
の
事
業
者
と
同
一
の
基
準
で
公
取
委
が

公
的
部
門
を
規
律
し
て
い
く
こ
と

(

�)

や
、
不
公
正
な
取
引
方
法
規
制
に
つ
い
て
は
差
止
め
請
求
訴
訟
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
か
ら

民
間
事
業
者
が
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
応
す
る
と
い
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
公
的
部
門
を
民
間
部
門
と
同
一
の

基
準
で
規
律
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
か
と
か
、
そ
も
そ
も
国
の
直
営
事
業
に
つ
い
て
は
本
稿
で
検
討
し
た
よ
う
な
問
題
が
あ
る
。
公

的
部
門
の
活
動
に
よ
り
私
的
部
門
に
お
け
る
競
争
秩
序
に
悪
影
響
が
及
ぼ
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
競
争
政
策
担
当
官
庁
と
し
て
の
公
取
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者
は
事
業
者
に
当
た
ら
な
い｣

(

同
第
三
九
巻
四
二
一
頁)

と
主
張
し
て
お
り
、
事
件
当
時
の
利
部
・
公
取
委
事
務
局
取
引
部
長
も
国
会
で
同

趣
旨
の
答
弁
を
行
っ
て
い
る(

衆
議
院
・
物
価
問
題
等
に
関
す
る
特
別
委
員
会
議
事
録
第
六
号(

昭
和
六
〇
年
六
月
六
日)

四
頁
及
び
一
〇
頁)

。

し
か
し
、
東
京
地
裁
判
決
で

｢

専
ら
詐
欺
取
引
を
行
う
な
ど
公
正
か
つ
自
由
な
競
争
の
促
進
を
図
る
余
地
の
な
い
取
引
活
動
を
行
う
者
は
、
独

禁
法
及
び
景
表
法
の
適
用
対
象
で
あ
る
事
業
者
に
当
た
ら
な
い｣

(

同
第
三
九
巻
四
七
二
頁)

と
さ
れ
た
も
の
の
、
い
ず
れ
の
判
決
に
お
い
て

も
豊
田
商
事
の
事
業
者
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
公
取
委
に
と
っ
て
豊
田
商
事
が
詐
欺
的
商
法
を
採
っ
て
い
る
業
者
で
あ
る
か
否
か
は
調
査
を
行
っ
て
初
め
て
分
か
る
こ
と
で
あ
る
の

で
、
公
取
委
が
調
査
を
せ
ず
に
前
記
の
よ
う
な
判
断
を
す
る
こ
と
は

｢

後
知
恵｣

で
あ
る
な
ど
と
し
て
豊
田
商
事
事
件
の
際
の
公
取
委
の
対
応

に
は
批
判
が
あ
る(

例
え
ば
、
舟
田
正
之｢

独
禁
法
上
の『

事
業
者』｣

(

判
例
タ
イ
ム
ズ
一
一
三
四
号(

平
成
一
六
年
一
月
一
日
号)

七
三
頁)

が
、｢

事
業
者｣

に
係
る
解
釈
論
と
し
て
は
前
記
の
国
側
主
張
は
正
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(

８)

昭
和
五
〇
年

(

勧)

第
二
六
号
・
公
取
委
審
決
集
第
二
二
巻
七
三
頁

(

９)

昭
和
二
二
年

(

判)

第
一
号
・
公
取
委
審
決
集
第
一
巻
一
頁

(

�)

昭
和
二
九
年

(

判)

第
四
号
・
公
取
委
審
決
集
第
八
巻
一
二
頁
。
な
お
、
現
在
の
農
林
中
央
金
庫
に
は
政
府
出
資
は
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、

本
件
事
件
当
時
は
政
府
か
ら
の
出
資
も
行
わ
れ
て
い
た
。

(

�)

平
成
一
九
年

(

排)

第
一
号
・
公
取
委
排
除
命
令
集
第
二
五
巻
掲
載
予
定

(

�)

昭
和
六
一
年

(

オ)

第
六
五
五
号
・
公
取
委
審
決
集
第
三
六
巻
五
七
〇
頁

(

�)

平
成
七
年

(

オ)

第
四
二
三
号
・
公
取
委
審
決
集
第
四
五
巻
四
六
七
頁

(

�)

大
阪
地
裁
判
決

(

平
成
元
年

(

ワ)

第
三
九
八
七
号)

は
公
取
委
審
決
集
第
三
九
巻
五
八
六
頁
、
大
阪
高
裁
判
決

(

平
成
四
年

(

ネ)

第
二

一
三
一
号)

は
同
四
一
巻
四
九
〇
頁
。
な
お
、
大
阪
地
裁
で
は
、
郵
便
事
業
を
行
う
国
は
事
業
者
に
該
当
す
る
と
し
た
上
で
、
官
製
葉
書
を
発

行
す
る
こ
と
は
郵
便
法
に
よ
り
国
の
独
占
事
業
が
認
め
ら
れ
た

｢

郵
便
の
業
務｣

で
あ
っ
て
独
占
禁
止
法
の
適
用
は
な
い
が
、
官
製
葉
書
に
お

年
玉
を
付
け
て
発
行
す
る
こ
と
は
、
こ
の
独
占
事
業
に
固
有
の
行
為
で
は
な
い
の
で
、
お
年
玉
付
き
年
賀
葉
書
の
発
行
・
販
売
に
つ
い
て
は
独

占
禁
止
法
の
適
用
が
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
大
阪
高
裁
で
は
、｢

郵
便
法
の
諸
規
定
か
ら
す
る
と
、
…
…

郵
便
葉
書
の
発
行
・
販
売
は
、
郵
便
の
業
務
と
関
連
す
る
も
の
の
、
郵
便
の
業
務
そ
の
も
の
に
は
含
ま
れ
ず
、
国
の
独
占
に
属
す
る
も
の
で
は

国の事業者性についての再検討
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り
、
国
が
事
業
者
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
際
だ
け
で
な
く
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
等
を
調
達

す
る
際
に
も
独
占
禁
止
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(
４)
大
橋
敏
道

｢

独
占
禁
止
法
と
労
働
法
の
交
錯
―L

abor
E
xem
ption

の
日
米
比
較
―｣

『

福
岡
大
学
法
学
論
叢』

第
四
八
巻
第
一
号

(

平
成

一
五
年)

八
頁

(

５)

白
石
忠
志

『

独
占
禁
止
法』

(

有
斐
閣
・
平
成
一
八
年)

一
二
二
〜
三
頁

(

６)

あ
る
者
が
独
占
禁
止
法
上
問
題
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
が
同
法
上
の
事
業
者
に
該
当
す
る
か
否
か

を
検
討
す
る
実
益
は
な
い
。
従
来
の
独
占
禁
止
法
の
運
用
に
お
い
て

｢

事
業
者｣

に
該
当
す
る
と
の
判
断
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
者
の
事
業

者
性
を
検
討
す
る
際
に
も
、
そ
の
者
に
よ
る
行
為
が
同
法
に
違
反
す
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
初
め
て
問
題
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た

め
、
こ
れ
を
一
見
す
る
と
、
独
占
禁
止
法
上
問
題
と
な
る
行
為
を
行
う
者
が
事
業
者
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
同
法
上
の
事
業

者
に
該
当
す
る
か
否
か
は
、
そ
の
者
の
行
為
が
同
法
上
問
題
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
前
に
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
の
で
、
帰
納
法
的

な
解
釈
を
行
う
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
。

な
お
、
丹
宗
教
授
は
、｢

要
す
る
に
、
競
争
制
限
な
い
し
競
争
阻
害
的
効
果
を
も
た
ら
す
経
済
活
動
は
、
教
育
事
業
で
あ
れ
、
医
療
事
業
で

あ
れ
、『

事
業』

活
動
と
規
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な

『

事
業』

を
行
な
う
者
は
、
独
禁
法
上
の
法
主
体
た
る
事
業
者
に

該
当
す
る
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う｣

と
さ
れ
て
い
る

(

丹
宗
昭
信

『

独
占
お
よ
び
寡
占
市
場
構
造
規
制
の
法
理』

(

北
海
道
大
学
図
書
刊
行

会
・
昭
和
五
一
年)

四
〇
頁)

。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
帰
納
法
的
な
解
釈
を
採
る
も
の
と
も
解
さ
れ
る
が
、
教
育
事
業
や
医
療
事
業
に
お
け
る

競
争
制
限
的
な
活
動
を
独
占
禁
止
法
に
よ
り
排
除
し
て
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
り
規
律
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
の
趣
旨
で
あ
る
と
す
る
と
、

帰
納
法
的
な
解
釈
を
採
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
④
の
要
件
に
従
っ
て
事
業
者
性
を
解
釈
す
べ
き
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

(

７)

公
取
委
が
事
業
者
性
の
判
断
に
つ
き
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
採
っ
て
い
た
こ
と
は
、
豊
田
商
事
事
件
の
際
の
公
取
委
の
見
解
を
見
れ
ば
明
ら

か
で
あ
る
。
豊
田
商
事
・
国
家
賠
償
請
求
事
件

(

東
京
地
裁
平
成
四
年
四
月
二
二
日
判
決
に
つ
き
公
取
委
審
決
集
第
三
九
巻
三
九
一
頁
、
大
阪

高
裁
平
成
一
〇
年
一
月
二
九
日
判
決
に
つ
き
同
第
四
四
巻
五
五
五
頁)

に
お
い
て
被
告
・
国
側
は

｢

独
禁
法
及
び
景
表
法
の
適
用
対
象
で
あ
る

事
業
者
と
は
、
公
正
か
つ
自
由
な
競
争
、
す
な
わ
ち
、
企
業
性
の
承
認
を
前
提
と
し
て
企
業
の
能
率
、
商
品
の
価
格
、
品
質
な
ど
を
め
ぐ
っ
て

行
わ
れ
る
競
争
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
公
正
か
つ
自
由
な
競
争
の
促
進
を
図
る
余
地
の
な
い
取
引
的
活
動
を
行
う
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べ
き
で
あ
る
。
従
つ
て
、
こ
の
問
題
は
、
本
法
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
問
題
で
あ
つ
て
、
適
用
除
外
の
問
題
で
は
な
い｣

(

二
六
九
〜
七
一
頁)

と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
石
井
氏
は
、
橋
本
龍
伍
氏
が
国
も
不
公
正
な
競
争
方
法
規
制
の
対
象
に
な
る
と
主
張
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
、
損
害
賠

償
請
求
権
と
の
関
係
で
疑
義
は
あ
る
も
の
の
、
独
占
禁
止
法
と
の
関
係
に
お
い
て
は
国
は
常
に
公
共
の
利
益
の
代
表
者
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
、

国
の
行
為
が
公
益
に
反
す
る
こ
と
は
同
法
の
予
想
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
た
め
、
不
公
正
な
競
争
方
法
の
規
定
も
国
に
適
用
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
と
さ
れ
て
い
る

(

同
書
二
七
一
頁)

。

(

�)

公
取
委
事
務
局
編

『

改
正
独
占
禁
止
法
解
説』

(

唯
人
社
版
・
昭
和
二
九
年)

二
二
頁

(

�)

出
雲
井
正
雄

『

新
独
占
禁
止
法
の
解
説』

(

時
事
通
信
社
・
昭
和
二
八
年)

二
〇
八
〜
九
頁

(

�)

今
村
成
和

『

独
占
禁
止
法

[

新
版]』

(

有
斐
閣
法
律
学
全
集
・
昭
和
五
三
年)

三
六
〜
七
頁

(

�)

正
田
彬

『

全
訂
独
占
禁
止
法

[

Ⅰ]』
(

日
本
評
論
社
・
昭
和
五
五
年)

一
二
九
頁

(

�)

公
取
委
事
務
局
編
・
前
掲

(

注
１)

一
〇
〇
頁

(

�)

こ
の
よ
う
に
公
法
関
係
と
私
法
関
係
を
区
分
し
、
私
法
関
係
に
該
当
す
る
場
合
に
国
も
独
占
禁
止
法
上
の
事
業
者
に
該
当
し
得
る
と
す
る
も

の
と
し
て
、
丹
宗
・
前
掲

(

注
６)

四
一
〜
二
頁
、
田
中
誠
二
・
久
保
欣
哉

『

新
版
経
済
法
概
説

(

三
全
訂
版)』

(

千
倉
書
房
・
平
成
二
年)

九
六
頁
、
石
井
幸
一

『

独
占
禁
止
法
の
解
釈
と
実
例』

(

一
橋
書
店
・
昭
和
三
〇
年)

二
九
〜
三
〇
頁
、
大
村
須
賀
男

｢

私
的
独
占
禁
止
法
に

お
け
る
公
共
機
関
の
事
業
者
適
格
に
つ
い
て｣

経
済
法
第
八
号

(

商
事
法
務
研
究
会
・
昭
和
四
〇
年)

一
四
頁
な
ど
が
あ
る
。

(

�)

白
石
・
前
掲

(

注
５)

一
二
七
頁
、
金
井
ほ
か
編
・
前
掲

(

注
�)

一
九
〜
二
〇
頁

(

	)

来
生
教
授
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
来
生
新｢

地
方
公
共
団
体
の
直
営
事
業
と
公
正
取
引｣

磯
部
力
ほ
か
編『

地
方
自
治
判
例
百
選[

第
三
版]』

(

有
斐
閣
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
六
八
号
・
平
成
一
五
年)

一
〇
四
〜
五
頁
及
び
来
生
新
・
井
上
従
子
・
稲
井
一
樹

｢

都
営

『

と
畜
場』

の
不
当

廉
売
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
事
件
最
高
裁
判
決
評
釈｣

(

横
浜
国
際
経
済
法
学
第
二
巻
一
号
・
平
成
五
年)

一
四
五
頁
、
屋
宮
教
授
の
見
解

に
つ
い
て
は
、
屋
宮
憲
夫

｢

公
共
料
金
と
不
当
廉
売
規
制｣

伊
従
寛
ほ
か
編

『

企
業
行
動
と
法

(

松
下
満
雄
先
生
還
暦
記
念)』

(

商
事
法
務
研

究
会
・
平
成
七
年)

一
一
七
頁
参
照
。

(


)

国
が
現
に
行
っ
て
い
る
活
動
の
う
ち
前
記
二
の
①
か
ら
③
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
の
全
て
を

｢

経
済
活
動｣

に
該
当
す
る
と
解
す
る
と
、

給
付
行
政
の
よ
う
な
行
政
府
の
活
動
だ
け
で
な
く
、
司
法
府
の
活
動
の
う
ち
民
事
裁
判
な
ど
に
係
る
も
の
も
経
済
活
動
に
含
ま
れ
る
可
能
性
が

国の事業者性についての再検討
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な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
郵
便
葉
書
の
発
行
・
販
売
と
い
う
事
業
に
関
す
る
限
り
、
被
控
訴
人
国
も
ま
た
そ
の
事
業

の
主
体
と
し
て
独
占
禁
止
法
の
事
業
者
に
該
当
し
、
私
製
の
郵
便
葉
書
の
製
造
・
販
売
を
業
と
す
る
事
業
者
で
あ
る
控
訴
人
ら
と
競
争
関
係
に

立
つ
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る｣

と
し
、
法
的
に
独
占
が
認
め
ら
れ
て
い
る
か
、
法
的
独
占
が
認
め
ら
れ
ず
競
争
関
係
が
生
じ
得
る
か
の
事
情

を
事
業
者
性
の
判
断
要
素
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
あ
る
経
済
主
体
に
つ
き
法
的
独
占
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
当
該
経

済
主
体
が
独
占
禁
止
法
上
の
事
業
者
に
該
当
す
る
か
否
か
は
関
係
が
な
い
の
で
、
大
阪
高
裁
が
法
的
独
占
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
郵
便

葉
書
を
発
行
・
販
売
す
る
国
の
事
業
者
性
の
判
断
基
準
と
し
た
の
で
あ
れ
ば
妥
当
で
は
な
い
。

(

�)

民
法
第
七
〇
九
条
の
損
害
賠
償
責
任

(

国
家
賠
償
法
上
の
損
害
賠
償
責
任
も
同
じ)

は
、
具
体
的
な
法
律
違
反
行
為
に
よ
り
損
害
を
与
え
た

場
合
に
限
ら
れ
な
い
の
で
、
お
年
玉
付
き
年
賀
葉
書
等
を
発
行
・
販
売
す
る
国
が
独
占
禁
止
法
上
の
事
業
者
に
該
当
し
な
い
た
め
同
法
に
違
反

し
な
い
と
し
た
だ
け
で
は
、
国
に
損
害
賠
償
責
任
が
な
い
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
た
め
、
最
高
裁
判
決
の
判
示
が
、
仮
に
国
が
事
業

者
に
該
当
す
る
と
の
原
告
の
主
張
を
前
提
と
し
て
も
損
害
賠
償
責
任
が
生
ず
る
よ
う
な
違
法
行
為
は
な
い
と
し
て
、
国
の
事
業
者
性
に
つ
き
判

断
し
て
い
な
い
と
解
す
る
余
地
が
あ
ろ
う
が
、
お
年
玉
付
き
年
賀
葉
書
等
を
発
行
・
販
売
す
る
国
が
同
法
上
の
事
業
者
に
該
当
す
る
と
し
た
判

例
と
し
て
、
大
阪
高
裁
判
決
で
は
な
く
、
こ
の
最
高
裁
判
決
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
も
多
い

(

例
え
ば
、
金
井
貴
嗣
・
川
�
昇
・
泉
水
文
雄
編

『

独
占
禁
止
法

[

第
二
版]』

(

弘
文
堂
・
平
成
一
八
年)

二
〇
頁

(

泉
水
執
筆
分))

。

(

�)

橋
本
龍
伍

『

独
占
禁
止
法
と
我
が
国
民
経
済』

(
日
本
経
済
新
聞
社
・
昭
和
二
二
年)

二
五
〜
六
頁

(

)

石
井
良
三

『

独
占
禁
止
法
―
過
度
経
済
力
集
中
排
除
法
―

(

改
訂
増
補
版)』

(

海
口
書
店
・
昭
和
二
三
年)

に
お
い
て
は
、｢

国
又
は
地
方

公
共
団
体
も
、
鉄
道
運
送
事
業
…
…
等
も
経
営
す
る
限
り
に
お
い
て
、
本
法
の
事
業
者
で
あ
り
、
官
庁
…
…
の
よ
う
な
人
格
の
な
い
団
体
も
ま

た
こ
こ
に
い
う
事
業
者
の
う
ち
に
含
ま
れ
る｣

(

六
七
〜
八
頁)
と
さ
れ
て
い
る
一
方
、｢

国
又
は
地
方
公
共
団
体
は
、
鉄
道
や
電
車
を
経
営
し
、

煙
草
、
塩
、
樟
脳
の
専
売
を
行
い
、
郵
便
…
…
等
の
事
業
を
営
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
業
活
動
は
、
所
謂
国
の
公
権
力
の
発
動
に
よ
る
も
の

で
は
な
い
か
ら
、
本
来
は
、
独
占
禁
止
法
の
適
用
を
受
け
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
本
法
は
、
…
…
私
人
の
事
業
活
動
を
規
整
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
そ
の
他
の
公
法
人
の
事
業
活
動
は
、
本
法
の
適
用
を
う
け
な
い
も
の
と
解

す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
法
制
定
の
基
礎
と
な
つ
た
昭
和
二
〇
年
一
一
月
六
日
附
け
の
連
合
軍
最
高
司
令
官
の
日
本
政
府
宛
の
メ
モ

ラ
ン
ダ
ム
に
徴
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
…
…
公
法
人
の
事
業
活
動
に
つ
い
て
は
、
本
法
の
規
定
は
一
般
に
、
そ
の
適
用
が
な
い
も
の
と
解
す

論 説
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ス
ト
等
に
お
い
て
も
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
民
間
の
事
業
者
の
公
正
か
つ
自
由
な
活
動
を
促
進
す
る
こ
と
が
市
場
メ

カ
ニ
ズ
ム
を
通
じ
て
社
会
的
に
望
ま
し
い
状
態
を
も
た
ら
す
と
し
て
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
機
能
を
阻
害
す
る
事
業
者
の
行
為
を
公
取
委
と
い

う
行
政
機
関
が
規
制
す
る
独
占
禁
止
法
は
、
行
政
法
各
論
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
独
占
禁
止
法
を
中
心

と
す
る
経
済
法
は
行
政
法
各
論
で
論
じ
れ
ば
足
り
る
よ
う
な
法
分
野
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
行
政
機
関
が
経
済
活
動
に
介
入
す
る
面
を
み

れ
ば
、
従
来
の
行
政
法
そ
の
も
の
で
あ
る
。

(

�)

田
中
二
郎

『

行
政
法
総
論』

(

有
斐
閣
法
律
学
全
集
・
昭
和
三
二
年)

一
八
一
頁

(

�)

屠
畜
場
事
件
最
高
裁
判
決
で
は
、
地
方
公
共
団
体
が
独
占
禁
止
法
上
の
事
業
者
に
該
当
し
な
い
と
さ
れ
る
た
め
に
は
同
法
の
適
用
除
外
規
定

が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
よ
う
に
解
さ
れ
る
が
、
石
井
良
三
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に

(

前
記
注
�)

、
地
方
公
共
団
体
が
事
業
者
に
該
当
す

る
か
否
か
は
同
法
の
適
用
範
囲
の
問
題
で
あ
っ
て
適
用
除
外
の
問
題
で
は
な
い
と
の
点
で
も
疑
問
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
地
方
公
共
団
体
の
活

動
が

｢

商
業
、
工
業
、
金
融
業
そ
の
他
の
事
業｣

に
該
当
す
る
と
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
地
方
公
共
団
体
に
独
占
禁
止
法
が

適
用
さ
れ
な
い
と
す
る
に
は
そ
の
旨
の
規
定
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
地
方
公
共
団
体
の
行
う
活
動
に
つ
き
こ

の
よ
う
な
一
般
的
な
理
解
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
独
占
禁
止
法
上
の
事
業
者
に
該
当
し
な
い
と
す
る
旨
の
規
定
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
地
方
公

共
団
体
は
事
業
者
に
該
当
し
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
独
占
禁
止
法
の
適
用
除
外
規
定
は
、
一
般
に
、
あ
る
経
済
主
体
等
が
同
法

の
事
業
者
又
は
事
業
者
団
体
に
該
当
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
当
該
事
業
者
又
は
事
業
者
団
体
の
行
為
を
同
法
違
反
と
は
し
な
い
と
の
意
味
で
使

用
さ
れ
て
お
り
、
屠
畜
場
事
件
最
高
裁
判
決
が
指
摘
す
る
よ
う
な
意
味
で
同
法
の
適
用
除
外
規
定
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

(

�)

例
え
ば
、
塩
野
宏

『

行
政
法
Ⅰ

[

第
四
版]

行
政
法
総
論』

(

有
斐
閣
・
平
成
一
七
年)

五
三
頁
。
ま
た
、
憲
法
規
範
又
は
憲
法
原
理
を
踏

ま
え
行
政
法
規
を
解
釈
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
も
の
と
し
て
、
平
岡
久

『

行
政
法
解
釈
の
諸
問
題』

(

勁
草
書
房
・
平
成
一
九
年)

九
頁
。
な
お
、
憲
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
後
記

(

四)

及
び

(

五)

で
も
検
討
す
る
。

(

�)

国
が
事
業
者
に
該
当
す
る
と
す
る
論
者
の
う
ち
今
村
教
授
は
行
政
法
の
研
究
者
と
し
て
も
高
名
で
あ
ら
れ
た
が
、
行
政
法
の
分
野
で
は
小
早

川
教
授
も
国
が
独
占
禁
止
法
上
の
事
業
者
に
該
当
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る

(

小
早
川
光
郎

『

行
政
法

上』
(

弘
文
堂
・
平
成
一

一
年)

二
二
四
頁)

。

(

�)

都
道
府
県
の
場
合
に
は
、
そ
の
一
部
門
が
行
っ
た
行
為
の
効
果
は
行
政
主
体
た
る
都
道
府
県
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
前
記
三(

一)

国の事業者性についての再検討
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あ
る
。
し
か
し
、
司
法
府
の
行
う
活
動
に
関
し
て
も
国
が
事
業
者
に
該
当
す
る
と
主
張
す
る
論
者
は
い
な
い
の
で
、
本
稿
に
お
い
て
も
行
政
府

の
活
動
の
み
を
検
討
の
対
象
と
す
る
。

(
�)
例
え
ば
、
塩
野
教
授
は
、
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
主
体
を
誰
に
す
る
か
に
つ
い
て
は
立
法
者
の
幅
広
い
選
択
の
余
地
が
あ
る
も
の
の
、｢

日

本
国
憲
法
は
国
民
に
人
権
と
し
て
の
営
業
の
自
由
と
私
有
財
産
制
度
を
保
障
し
て
お
り
、
サ
ー
ビ
ス
も
市
場
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
こ
と
を
基

本
と
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る｣

と
さ
れ
て
い
る

(

塩
野
宏

『

行
政
法
Ⅲ

[

第
三
版]

行
政
組
織
法』

(

有
斐
閣
・
平
成
一
八
年)

八

三
頁)

。

(

�)

近
年
に
お
い
て
は
、
市
場
化
テ
ス
ト
法

(

競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律)

が
制
定
さ
れ
る
な
ど
、
競
争
原
理

を
利
用
し
て
行
政
部
門
の
効
率
化
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
同
法
は

｢

民
間
に
で
き
る
こ
と
は
民
間
に｣

と
い
う
構
造
改
革
を
具
体

化
す
る
た
め
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る

(

例
え
ば
、
内
閣
府
公
共
サ
ー
ビ
ス
改
革
推
進
室
編

『

よ
く
わ
か
る
！
公
共
サ
ー
ビ
ス
改
革
法

(

市
場
化

テ
ス
ト
法)

入
門』

(

ぎ
ょ
う
せ
い
・
平
成
一
八
年)

五
頁)

。
し
か
し
、
市
場
化
テ
ス
ト
法
は
、
国
等
が
提
供
し
て
い
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
実

施
を
国
等
が
民
間
の
事
業
者
に
外
注
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
要
す
る
費
用
を
縮
減
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る

(

こ
の
場
合
、
当
該
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
要
す
る
費
用
は
、
国
等
が
負
担
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
受
益
者
た
る
国
民
か
ら
当
該

公
共
サ
ー
ビ
ス
の
対
価
と
し
て
徴
収
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い)

の
で
、
郵
政
事
業
の
民
営
化
な
ど
の
場
合
と
は
異
な
り
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
を
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
委
ね
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
た
め
、
国
の
事
業
者
性
と
市
場
化
テ
ス
ト
法
を
関
連
付
け
る
よ
う
な
議

論

(

白
石
・
前
掲

(

注
５)

一
二
七
頁)

は
適
当
で
は
な
い
。

(

	)

独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
二
条
第
一
項
で
は
、
独
立
行
政
法
人
を

｢

国
民
生
活
及
び
社
会
経
済
の
安
定
等
の
公
共
上
の
見
地
か
ら
確
実
に
実

施
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
な
事
務
及
び
事
業
で
あ
っ
て
、
国
が
自
ら
主
体
と
な
っ
て
直
接
に
実
施
す
る
必
要
の
な
い
も
の
の
う
ち
、
民
間
の
主
体

に
ゆ
だ
ね
た
場
合
に
は
必
ず
し
も
実
施
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
も
の｣

等
を
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
行
わ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
法
律
に

基
づ
き
設
立
さ
れ
る
法
人
と
し
て
い
る
。

(


)

経
済
法
と
行
政
法
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
丹
宗
暁
信
・
伊
従
寛

『
経
済
法
総
論』

(

青
林
書
院
現
代
法
律
学
全
集
・
平
成
一
一
年)

一
九
三
頁
以
下

(

丹
宗
執
筆
分)

参
照
。
民
間
の
事
業
者
が
自
由
に
活
動
す
る
こ
と
を
認
め
る
と
国
家
に
と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
事
態
が
生
じ

る
の
で
国
家
が
民
間
の
活
動
を
規
制
す
べ
き
と
す
る
経
済
統
制
法
に
つ
い
て
は
、
行
政
作
用
法
の
重
要
な
部
分
と
さ
れ
、
行
政
法
各
論
の
テ
キ

論 説
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(

�)

平
成
一
八
年
の
法
改
正
前
に
は
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
独
占
禁
止
法
第
七
八
条
で
は
、
審
決
取
消
訴
訟
は
抗
告
訴
訟
と
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

都
道
府
県
や
特
殊
法
人
な
ど
は
行
政
主
体
と
し
て
国
と
は
別
の
法
人
格
を
有
し
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
経
済
活
動
が
公
取
委
か
ら
問
題
と
さ

れ
る
際
に
は
都
道
府
県
等
と
公
取
委
と
の
間
に
行
政
上
の
上
下
関
係
等
は
存
在
し
な
い
た
め
、
両
者
間
の
紛
争
は
法
律
上
の
争
訟
と
さ
れ
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
Ｅ
Ｕ
競
争
法
上
は
、
加
盟
国
も
事
業
者
と
取
り
扱
わ
れ
て
い
る

(

例
え
ば
、
土
田
和
博
・
須
網
隆
夫
編
著

『

政
府
規

制
と
経
済
法
―
規
制
改
革
時
代
の
独
禁
法
と
事
業
法
―』

(

日
本
評
論
社
・
平
成
十
七
年)

四
三
頁

(

須
網
執
筆
分))

が
、
両
者
の
法
人
格
が

異
な
る
こ
と
か
ら
、
我
が
国
に
お
い
て
都
道
府
県
に
対
し
公
取
委
が
独
占
禁
止
法
を
適
用
す
る
場
合
と
同
視
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(

�)

な
お
、
独
占
禁
止
法
の
補
完
法
で
あ
る
下
請
法

(

下
請
代
金
支
払
遅
延
等
防
止
法)

に
お
い
て
も
、
公
的
部
門

(｢

政
府
契
約
の
支
払
遅
延

防
止
等
に
関
す
る
法
律｣

第
一
四
条
で
同
法
が
準
用
さ
れ
る
も
の)

が
発
注
者
と
な
る
場
合
に
は
、
下
請
法
上
の

｢

親
事
業
者｣

に
含
ま
れ
な

い
と
の
適
用
除
外

(

第
二
条
第
七
項)

が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
国
や
普
通
地
方
公
共
団
体
に
は
資
本
や
出
資
と
の
概
念
が
な
い
こ
と

か
ら
、
そ
も
そ
も
下
請
法
上
の
親
事
業
者
に
該
当
す
る
こ
と
は
な
い
。

(

�)

平
成
一
一
年
度
ま
で
の
学
校
教
育
法
に
お
い
て
は
、
第
一
三
条
で
監
督
庁
が
学
校
の
閉
鎖
を
命
ず
る
こ
と
が
、
第
一
四
条
で
監
督
庁
が
設
備
・

授
業
等
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
学
校
に
は
国
立
学
校
が
含
ま
れ
る
と
と
も
に
、
国
立
学
校
及
び
大
学

の
監
督
庁
は
文
部
大
臣
と
さ
れ
て
い
た
。
な
お
、
当
時
の
第
一
四
条
の
規
定
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

第
一
四
条

学
校
が
、
設
備
、
授
業
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
、
法
令
の
規
定
又
は
監
督
庁
の
定
め
る
規
程
に
違
反
し
た
と
き
は
、
監
督
庁

は
、
そ
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

�)

例
え
ば
、
内
藤
誉
三
郎

『

学
校
教
育
法
解
説』

(

ひ
か
り
出
版
・
昭
和
二
二
年)

五
九
頁
、
安
嶋
彌

『

学
校
行
政
法』

(

良
書
普
及
会
・
昭
和

三
一
年)

一
一
一
〜
二
頁
、
清
水
成
之

｢

現
行
大
学
法
制
の
仕
組｣

ジ
ュ
リ
ス
ト
四
二
六
号

(

昭
和
四
四
年
六
月
一
五
日
号)

三
八
頁
、
木
田

宏

『

教
育
行
政
法

(

新
版)』

(

良
書
普
及
会
・
昭
和
五
八
年)

二
二
三
〜
四
頁
、
兼
子
仁

『

教
育
法

[

新
版]』

(

有
斐
閣
法
律
学
全
集
・
昭
和

五
三
年)

三
六
〇
頁
。
な
お
、
塩
野
宏

『

行
政
組
織
法
の
諸
問
題』

(

有
斐
閣
・
平
成
三
年

(

昭
和
四
四
年
初
出))

七
五
頁
も
、
こ
の
よ
う
な

解
釈
を
一
応
是
認
す
る
。

(

�)

内
閣
府
設
置
法
及
び
国
家
行
政
組
織
法
上
の
調
整
規
定
は
、
平
成
一
三
年
の
中
央
省
庁
の
再
編
時
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
調
整

規
定
に
係
る
権
限
は
委
員
会
に
も
認
め
ら
れ
て
い
る

(

内
閣
府
設
置
法
第
五
八
条
第
八
項
、
国
家
行
政
組
織
法
第
一
五
条)

の
で
、
公
取
委
も
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57－1･2－ (名城 '07)395

①
の
千
葉
県
血
清
研
究
所
に
係
る
事
件
に
つ
い
て
は
、
同
研
究
所
で
は
な
く
千
葉
県
を
審
決
名
宛
人
に
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な

お
、
国
立
大
学
が
法
人
化
さ
れ
る
に
当
た
り
、
公
取
委
で
は
、
国
立
大
学
協
会
に
対
し

｢

法
人
化
後
の
各
大
学
の
学
生
納
付
金
が
現
在
想
定
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
制
度
設
計
さ
れ
、
そ
の
中
で
各
大
学
が
決
定
す
べ
き
こ
と
を
、
国
大
協
の
よ
う
な
組
織
が
一
定
額
に
決
定
す
る
よ
う
な
こ
と

が
あ
れ
ば
、
独
占
禁
止
法
に
触
れ
る
こ
と
と
な
る｣

(

平
成
一
四
年
一
二
月
一
二
日
に
開
催
さ
れ
た
国
立
大
学
協
会
の
第
一
〇
回
国
立
大
学
法

人
化
特
別
委
員
会
の
議
事
メ
モ

(

例
え
ば
、http://w

w
w
.hokudai.ac.jp/bureau/socho/agency/hojin-tokubetu-iinkai

141210.htm
参
照))

と
の
説
明
を
行
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
仮
に
、
公
取
委
が
国
立
大
学
が
独
占
禁
止
法
上
の
事
業
者
に
該
当
し
得
る
と
解

し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
法
人
化
前
の
国
立
大
学
は
国
の
一
部
門
で
あ
る
の
に
対
し
、
法
人
化
さ
れ
た
後
の
国
立
大
学
法
人
が
そ
れ

ぞ
れ
同
法
上
の
事
業
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(

�)

小
�
剛

『

行
政
法
総
論

[
第
二
版]』

(

ぎ
ょ
う
せ
い
・
平
成
一
二
年)

二
一
頁

(

	)

行
政
の
内
部
関
係
に
つ
い
て
の
文
献
と
し
て
は
、
平
岡
久

｢

行
政

『

内
部
法』

に
関
す
る
若
干
の
考
察｣

(

同

『

行
政
立
法
と
行
政
基
準』

(

有
斐
閣
・
平
成
七
年)

所
収)
、
多
賀
谷
一
照

｢『

内
部
法』

論｣
(

公
法
研
究
第
五
〇
号
・
昭
和
六
三
年
、
二
〇
二
頁)

、
高
橋
明
男

｢

行
政

の

『

内
部』

と
法｣

(

公
法
研
究
第
五
七
号
・
平
成
七
年
、
二
一
八
頁)

な
ど
多
数
の
も
の
が
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
特
に
、
槇
重
博

｢

内
部
法
の
法
理｣

(

同

『

現
代
行
政
法
の
諸
問
題』

(

有
斐
閣
・
昭
和
五
五
年)

所
収)

、
藤
田
宙
靖

『

行
政
法
入
門

[

第
五
版]』

(

有
斐
閣
・

平
成
一
八
年)

一
七
〜
三
六
頁
を
参
考
と
し
た
。

(


)

平
成
一
二
年
の
独
占
禁
止
法
改
正
に
よ
り
不
公
正
な
取
引
方
法
に
係
る
差
止
請
求
訴
訟
制
度

(

現
行
法
第
二
四
条
等)

が
導
入
さ
れ
た
が
、

こ
の
導
入
前
の
独
占
禁
止
法
の
運
用
に
お
い
て
は
、
公
取
委
が
問
題
と
し
な
け
れ
ば
同
法
が
直
接
的
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
の
公
取
委

中
心
主
義
が
採
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
公
取
委
中
心
主
義
を
前
提
と
す
る
と
、
国
を
事
業
者
と
解
す
る
こ
と
は
国
に
対
し
公
取
委
が
行
政
処
分
を

行
う
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
と
な
る
。
公
取
委
が
郵
政
省
が
所
管
す
る
業
務
に
つ
き
独
占
禁
止
法
違
反
で
あ
る
と
し
て
行
政
処
分
を
行
う
と
す

る
と
、
そ
の
名
宛
人
は
法
人
格
を
有
す
る
も
の
と
な
る
は
ず
で
あ
る
の
で
、
行
政
主
体
た
る
国
が
名
宛
人
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
国
の
一
行
政
機
関
で
あ
る
公
取
委
が
国
に
対
し
行
政
処
分
を
行
う
こ
と
と
な
る
と
い
う
外
形
か
ら
だ
け
見
て
も
、
国
が
独
占
禁
止
法

上
の
事
業
者
に
該
当
す
る
と
解
す
べ
き
で
な
い
で
あ
ろ
う
。

(

�)

例
え
ば
、
塩
野
宏

『

行
政
法
Ⅱ

[

第
四
版]

行
政
救
済
法』

(

有
斐
閣
・
平
成
一
七
年)

三
八
九
〜
九
〇
頁
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奪
わ
れ
る
な
ど
大
き
な
影
響
が
出
た
が
、
こ
の
政
策
立
案
時
に
競
争
政
策
上
の
観
点
か
ら
の
検
討
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な

お
、
平
成
一
三
年
一
一
月
三
日
に
和
歌
山
市
で
実
施
さ
れ
た
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
お
い
て
、
当
時
の
竹
中
・
経
済
財
政
政
策
担
当
大
臣
は

｢

Ｉ
Ｔ
講
習
は
民
間
で
や
る
べ
き
こ
と
。
趣
旨
を
理
解
し
て
政
策
を
実
行
す
べ
き
で
あ
る｣

と
批
判
さ
れ
て
い
る

(http://w
w
w
8.cao.go.

jp/tow
n/w
akayam

a/youshi.htm
l)

。
公
的
部
門
が
経
済
活
動
を
行
う
こ
と
に
よ
り
競
争
秩
序
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
問
題
で
あ
る

と
す
る
立
場
で
は
、
こ
の
よ
う
な
公
的
部
門
の
サ
ー
ビ
ス
の
無
料
提
供
や
補
助
金
の
交
付
も
同
様
に
問
題
と
す
べ
き
こ
と
と
な
る
。

(

�)

公
的
部
門
も
独
占
禁
止
法
に
よ
り
一
般
的
に
規
制
す
べ
き
と
す
る
と
、
そ
も
そ
も
公
的
部
門
が
そ
の
よ
う
な
活
動
を
行
う
必
要
が
あ
る
の
か

と
の
問
題
も
生
ず
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
従
来
の
国
立
大
学
は
国
立
大
学
法
人
化
に
よ
り
民
間
の
研
究
機
関
や
教
育
機
関
と
同
様
の

基
準
で
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
言
わ
れ
る
が
、
仮
に
民
間
と
同
一
基
準
で
評
価
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
研
究
な

い
し
教
育
機
関
を
国
立
で
設
け
て
お
く
必
要
は
な
く
な
る
と
思
わ
れ
る
。

(

�)

国
の
経
済
活
動
に
つ
き
公
取
委
が
積
極
的
に
介
入
す
る
こ
と
は
本
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
種
々
の
問
題
が
あ
る
が
、
内
閣
の
行
政
権
の
行
使

は

｢

法
律
に
よ
る
行
政｣

と
し
て
国
会
に
よ
り
規
律
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
独
占
禁
止
法
第
四
四
条
第
二
項
の
国
会
へ
の
意
見
提
出
権
を

行
使
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

国の事業者性についての再検討
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当
該
規
定
に
基
づ
き
他
の
行
政
機
関
と
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
。
な
お
、
こ
の
調
整
規
定
が
設
け
ら
れ
る
以
前
に
お
い
て
は
、

個
別
の
法
律
に
お
い
て
調
整
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
各
省
設
置
法
に
基
づ
く
各
行
政
機
関
の
所
掌
事
務
規
定
や
権
限
規
定
を

背
景
と
し
た
調
整
が
行
わ
れ
て
い
た
。
公
取
委
の
場
合
に
は
、
昭
和
五
八
年
の
各
行
政
機
関
の
所
掌
事
務
・
権
限
に
係
る
規
定
が
整
備
さ
れ
た

際
に

｢
経
済
法
令
等
の
調
整
を
行
う
こ
と｣

と
の
所
掌
事
務
規
定
が
独
占
禁
止
法
第
二
七
条
の
二
第
五
号
と
し
て
設
け
ら
れ
た

(

平
成
一
三
年

に
削
除)
が
、
こ
の
規
定
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
公
取
委
で
は
、
他
省
庁
と
の
間
で
法
令
立
案
時
の
調
整

(

法
令
調
整)

や
法
令
の
運
用
時

の
調
整

(
行
政
調
整)

を
実
施
し
て
き
た
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
調
整
が
事
務
ベ
ー
ス
で
決
着
が
つ
か
な
い
場
合
に
は
、
最
終
的
に
は
閣
議

(

実

際
に
は
、
そ
の
前
に
開
催
さ
れ
る
事
務
次
官
等
会
議)

で
調
整
が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
公
取
委
は
行
政
委
員
会
で
あ
っ
て
委
員
長
等
の
職

権
行
使
の
独
立
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
最
終
的
に
閣
議
に
諮
ら
れ
る
よ
う
な
案
件
に
つ
き
ど
の
よ
う
な
立
場
で
調
整
す
る
と
と
な

る
か
が
問
題
と
な
る
が
、
筆
者
が
公
取
委
事
務
局
で
法
令
調
整
等
担
当
部
署
に
勤
務
し
て
い
た
際
の
経
験
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
総
理
府
本
府

(

総
理
府
官
房)

で
は
公
取
委
を
総
理
府
の
外
局
と
し
て
賞
勲
局
な
ど
の
内
部
部
局
と
同
様
に
取
り
扱
っ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
取
扱
い
は
現

在
の
内
閣
府
で
も
変
わ
ら
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(

�)

平
成
一
三
年
に
実
施
さ
れ
た
中
央
省
再
編
時
の
府
省
間
の
調
整
規
定
に
係
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
牧
原
出

｢

府
・
省
・
庁
間
の
調

整｣

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
六
一
号

(

平
成
一
一
年
八
月
一
・
一
五
日
合
併
号)

一
九
七
頁
参
照
。
な
お
、
独
立
行
政
法
人
や
国
立
大
学
法
人
の
法

令
違
反
に
対
す
る
主
務
大
臣
の
権
限
が
是
正
措
置
請
求
権
に
止
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

(

独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
六
五
条
な
ど)

も
、
こ
れ
ら

の
法
人
が
国
の
行
政
の
一
部
を
担
う
と
の
性
格
を
有
す
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(

�)

公
取
委
違
憲
論
の
概
要
と
こ
れ
に
対
す
る
公
取
委
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
公
取
委
事
務
局

｢『

公
正
取
引
委
員
会
違
憲
論』

に
対
す
る
見
解｣

公
正
取
引
三
〇
四
号

(

昭
和
五
一
年
二
月
号)

三
〇
頁
参
照

(

�)

国
が
新
た
な
政
策
を
講
じ
た
際
に
、
民
間
の
事
業
者
に
大
き
な
悪
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
の
の
最
近
の
例
と
し
て
、
森
内
閣
時
代
に
推
進
さ

れ
た
Ｉ
Ｔ
戦
略
に
お
け
る
Ｉ
Ｔ
講
習
会
の
事
例
が
あ
る
。
こ
の
政
策
立
案
時
の
当
初
案
で
は
、
Ｉ
Ｔ
に
関
す
る
知
識
等
を
国
民
に
普
及
さ
せ
る

た
め
Ｉ
Ｔ
講
習
券
を
配
布
す
る
こ
と

(

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
民
間
の
パ
ソ
コ
ン
教
室
へ
の
需
要
が
増
加
す
る
も
の
の
、
パ
ソ
コ
ン
教
室
間
の
競
争

関
係
に
影
響
は
及
ぼ
さ
な
い)

が
検
討
さ
れ
た
が
、
地
域
振
興
券
の
場
合
と
同
様
の
バ
ラ
マ
キ
批
判
を
避
け
る
た
め
、
地
方
自
治
体
に
よ
る

Ｉ
Ｔ
講
習
会
を
無
料

(

受
講
者
は
教
材
費
の
み
を
負
担)

で
開
催
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
民
間
の
パ
ソ
コ
ン
教
室
が
顧
客
を
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